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Ⅰ 公立芽室病院 新・改革プラン 

  

１ 計画策定の経緯について 

    

全国の公立病院が医師不足等による経営状況の悪化により、医療提供体制の維持が極め

て厳しい状況に陥り、総務省は平成 19 年 12 月に「公立病院改革ガイドライン」を発表し、

病院事業を設置する地方自治体に対して公立病院改革プランの策定とそれに基づく病院事

業の経営改革を要請しました。 

総務省は、平成 27 年 3 月に「公立病院と民間病院が役割分担を行い、地域で真に必要な

医療・介護の提供体制を確保し、その中で公立病院が安定した経営の下で、重要な役割を

継続的に担っていく」必要性から、「新公立病院改革ガイドライン」を発表しました。 

   令和 2～3 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大が影響し、「新・改革プラン」の策定

を事実上の期限延期とし、既存のプランの進捗状況について点検・評価を行い、今後の見

直しに備えて課題等を明確化することを求めました。 

   その後、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化に関する検

討会」を設置し、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイド

ライン」を策定し、公立病院に対して令和 4～5 年度中に病院経営強化プランの策定を求め

ました。同プランでは、①役割・機能の最適化と連携の強化、②医師・看護師等の確保と

働き方改革、③経営形態の見直し、④新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取組、

⑤施設・施設の最適化、⑥経営の効率化等の 6 点を示しました。 

一方、厚生労働省は平成 26 年の通常国会において成立の「医療介護総合確保推進法」を

受け、「地域医療構想策定ガイドライン」を平成 27 年 3 月 31 日付けで発表、平成 28 年度

に都道府県に対し地域医療構想の策定を求めました。こちらも新型コロナウイルス感染拡

大の情勢により、「感染症への対応の視点を含めて、可能な限り早期に工程の具体化を図る」

（「経済財政運営と改革の基本方針 2020」令和 2 年 7 月 17 日閣議決定）とし、各都道府県

知事に対して「令和元年度中とされた再検証等の期限を含め、地域医療構想に関する取組

みの進め方について改めて整理の上、示すこととする」と通知しました（「具体的対応方針

の再検証等の期限について」令和 2 年 8 月 31 日付け医政発 0831 第 3 号厚生労働省医政局

長通知）。 

 

２ 「公立芽室病院 新・改革プラン」の策定について 

 

芽室町は、平成 21 年度からの 5 か年計画で「公立芽室病院中期経営計画」を策定し、病

院の収益体制強化や材料費等の費用抑制など、経営の改善に努めてきました。しかしなが

ら、依然として病院を取り巻く厳しい外部環境が続き、人口の減少や少子高齢化の全国的

な進展もあって、その地域に必要な医療・介護の質・量において大きな変化が見込まれて

きました。各地域で将来の医療・介護の必要度を検証することが極めて重要となり、圏域

全体で適切な医療の提供体制を再構築する必要性が高まりました。 

こうした時期に、平成 28 年度に北海道が策定した地域医療構想を踏まえ、公立芽室病院

の役割の明確化とともに、経営の効率化や再編・ネットワーク化などを通じてより質の高

い、持続可能な病院経営を目指すために「公立芽室病院 新・改革プラン」を次の 4 つの視

点で策定しました。 
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① 地域医療構想を踏まえた役割の明確化  ② 経営の効率化  ③ 再編・ネットワーク化 

④ 経営形態の見直し 

同プランの計画期間は、平成 29 年度から令和 4 年度までの 6 年間となり、当院では地

域医療構想、経営指標等の状況を踏まえつつ毎年度末に評価を行い、必要に応じて計画の

見直しを図ってきました（原案策定:平成 29 年 5 月、1 次改定：平成 30 年 8 月、2 次改定：

平成 31 年 3 月、3 次改定：令和 2 年 3 月、4 次改定：令和 3 年 6 月、5 次改定：令和 4 年

3 月、最終評価：令和 5 年 3 月予定)。 

 

(1) 医療機能の強化 

当院は、昭和 15 年１月に開設以来、入院施設を持つ町内唯一の医療機関として地域医療

を担ってきました。この間、通常の外来・入院診療のほか診療健康診断、特定健診、予防

接種等の公衆衛生活動、在宅患者への訪問診療の実施など医療・介護・保健・福祉を継続

的・一体的に提供を続け、少子高齢化のなかで「地域包括ケアシステム」の医療部門の中

核施設への整備を進めています。 

具体的には、在宅医療に関係する「訪問診療」、「訪問看護」、「訪問リハビリ」、「入退院

支援」、「急変時の対応」、「看取り」等の機能充実を図り、令和 4 年 4 月には総合診療科を

設置し常勤医師 7 名、全科常勤医師を 11 名配置、「かかりつけ病院」としての機能整備を

図りました。 

さらに、令和 3 年度から特別養護老人ホーム芽室けいせい苑および老人保健施設りらく

の職員と当院地域連携室で介護・医療連携会議を毎月定例開催し、情報交換と課題抽出と

解決策を図り、令和 3 年度から当院内科・総合診療科医が芽室けいせい苑の嘱託医を受託、

令和 4 年度からは、りらくのコンサルティング支援の受託に至り連携を強めています。 

また、高齢者を中心とした医療展開を実施するうえで、令和 3 年度から医療法人社団博

仁会大江病院（帯広市）の協力を得て、入院患者の認知症等のコンサルティングを導入し

ています。 

 

(2) 診療体制の強化・維持 

令和 4 年度の当院の診療体制は、総合診療科(常勤 7 名)、整形外科(常勤 2 名)、小児科

(常勤 1 名)、眼科(常勤 1 名)、非常勤医師対応として耳鼻咽喉科(週 4 回)・循環器内科(月

１回)及び人口透析(20 床)としました。 

これまで、人材の確保や医療の質の確保が困難な診療科については、住民ニーズや採算

性、必要性等を総合的に勘案のうえ廃止・休止を検討し、平成 30 年 3 月に歯科を、平成 31

年 3 月に産婦人科を、令和 3 年 3 月には外科を廃止するに至りました。町が目指す予防医

療を提供・推進するために協力し、予防接種およびすこやか健診等の公衆衛生活動を積極

的に展開しましたが、婦人科健診については外科廃止とともに取り止めました。 

令和 2 年から現在も続く新型コロナウイルス感染症拡大は、病院運営に重大な影響をも

たらし、患者数の減少及び感染対策の強化などの対応に追われましたが、職員が一丸とな

ってこれに向き合いながら入院・外来、検査、予防接種などを実行しました。 

今後の診療科については、住民ニーズや採算および必要性等を総合的に勘案し、廃止・

休止等を検討するとともに、現在の外来診療科以外の診療科(非常勤医師対応)の設置につ

いても検討する必要があります。 
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（3） 病棟再開と病床機能の転換 

当院は、平成 27 年度以降 3 年連続で病床稼働率が 70％を下回ったことを踏まえ、平成

30 年 4 月から 3 病棟 150 床の運用から 2 病棟 107 床の運用に変更し効率的な運用を図り、

病棟の再開や病床機能の検討を重ねました。 

許可病床については、平成 4 年 4 月から不採算地区病院第 2 種の指定(特別交付税措置

対象)の制度のもとで許可病床を 150 床から 120 床に変更しました。 

3 階病棟の再開に向けては、「療養病棟」の開設を前提として進めましたが、令和 2 年 7

月に新型コロナウイルス感染症対応病床としたことにより移行時期を定めることができず、

令和 4 年度に入り地域包括ケア病床の拡大を目指すことを再決定しました。令和 4 年 8 月

から地域包括ケア病床を増床（10 床⇒15 床）し、さらに令和 5 年 1 月の増床（15 床⇒19

床）に向け準備段階にあります。 

 

 (4) 経営コンサルタント委託と部門別原価管理会計の導入 

当院は、平成 31 年 4 月から令和 4 年 3 月末までの 3 年間、経営改革業務を外部経営コ

ンサルタントに委託し、職員の意識・行動改革に取り組みました。新型コロナウイルス感

染症拡大の時期と重なり、病院まつりや出前講座等の町民向けの取組みの制限はありまし

たが目標管理制度の導入等、数値目標を設定し、全科で経営改善に取り組みました。 

令和 2 年に入り、新型コロナウイルス感染症拡大により入院患者、外来患者は落ち込み

ましたが、令和 3 年後半から病床高稼働に転じ、さらに新型コロナに係る入院病床の確保、

ワクチン接種、行政検査、発熱外来等を実施したことにより、令和 2 年度から 2 年続けて

の黒字決算を果たし、令和 4 年度においても黒字決算の見込みとなっています。  

令和 4 年度は、アフターコロナの持続可能な病院経営を踏まえ、島根県邑智病院で実施

する「部門別管理会計システム」の導入に着手し令和 5 年度から本格的に運用する見込み

であり、全職員が病院経営に参加するしくみをつくります。 

 

(5) 収入確保対策 

経営コンサルタントの協力により、入院及び外来診療体制の充実を図り増患・集患を目

指すとともに、町内・近隣医療施設との連携を強化し、病床の効率的な稼働を目指してき

ました。さらに、診療報酬制度の多職種理解・情報共有を進め、職員の配置によって得ら

れる効果的・効率的な施設基準に取り組むことができる体制づくりを強化するとともに、

医療相談体制の充実を図り、紹介・逆紹介患者の割合増に努めました。 

また、未収金の早期回収、法的措置を含めた債権管理の徹底等、未収金対策も進めまし

た。 

 

(6) 経費節減対策 

経営コンサルタントの協力により、材料費（薬剤、診療材料等）の価格交渉やベンチマ

ーク等を意識しながら経費節減に努めました。管理的経費については、適正な施設管理を

継続し、節減の意識を職員全体に醸成し経費削減に努め、特に委託業務については委託の

あり方と費用見直しを徹底し、費用対効果を精査しました。 

働き方改革を意識しながら、業務の効率化により人員の適正配置を進め、時間外勤務削

減など人件費の抑制に努めました。 
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Ⅱ 公立芽室病院を取り巻く環境の変化 

 

 １ 地域の状況 

 (1) 医療圏について 

    北海道は、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）に基づき、道内の医療提供体制の確保を

図るために策定した「北海道医療計画」において、住民に初期医療を提供する基本的な

単位として「一次医療圏」（市町村区域と同じ。道内 179 区域）、入院に係る医療を完結

的に提供する単位として「二次医療圏」（道内 21 区域）、高度で専門的な医療サービスを

提供する地域単位として「三次医療圏」（道内 6 区域）をそれぞれ設定し、医療圏を一体

的な単位として、地域の医療需要に応じて医療資源の適正な配置と医療提供体制の体系

化を図ることとしています。 

芽室町が属する十勝地区の医療圏は、二次医療圏、三次医療圏とも「十勝医療圏」と

して設定されています（全国で唯一、二次医療圏と三次医療圏が同一）。 

 

(2) 医療圏域の人口と年齢構成 

  芽室町の人口は、18,048 人（令和 2 年 10 月国勢調査/平成 29 年度 18,478 人（平成 27

年 10 月国勢調査））で、この 5 年間で 430 人（2.3％）減少しました。全国的に少子高齢

化が進み、人口減少局面を迎えていますが、芽室町においても、同様の傾向が進んでい

ます。 

  十勝全体（1 市 16 町 2 村）の人口は、332,648 人（平成 29 年 343,521 人）で、この 5

年間で 10,873 人（3.2％）減少しました。十勝管内 19 市町村のうち人口が前調査値を上

回ったのは、上士幌町のみとなりました。 

また、西部十勝（鹿追町、新得町、清水町、芽室町）の人口は、38,225 人（平成 29 年

39,915 人（国勢調査）で、この 5 年間で 1,690 人（4.2％）減少しました。西部十勝の

人口減少は、十勝全体や芽室町の人口減のペースを上回る水準で進んでいます。 

 

   
 

(3) 地域の医療供給状況 

    十勝圏域地域医療構想区域（以下「十勝圏域」）の総面積は 1.1 万平方㎞で、全道面積

の約 13％を占めています。この面積は、岐阜県とほぼ同じ、東京都の約５倍の広さで、

全国 344 の二次医療圏の中で、最も広域な面積を有しています。 

    十勝圏域には病院が 30（平成 29 年 33）、診療所が 211（平成 29 年 301）所在していま

す。（令和 4 年 1 月末現在）。このうち、病床を有する病院は 30（平成 29 年 31）、診療所

は 20（平成 29 年 22）であり、機能区分別の内訳は次のとおりです。 

 

 

 

十勝圏域、西部十勝、芽室町の人口推移

十勝全体 354,146 △ 3,712 △ 1.0 348,597 △ 5,549 △ 1.6 343,521 △ 5,076 △ 1.5 332,648 △ 10,873 △ 3.2

　うち西部十勝 41,883 △ 258 △ 0.6 41,221 △ 662 △ 1.6 39,915 △ 1,306 △ 3.2 38,225 △ 1,690 △ 4.2

　うち芽室町 18,300 714 4.1 18,905 605 3.3 18,478 △ 427 △ 2.3 18,047 △ 430 △ 2.3

R2国勢調査

前回調査との差（増減率）

H27国勢調査

前回調査との差（増減率）

（単位：人、％）

区　　分
前回調査との差（増減率）

H17国勢調査 H22国勢調査

前回調査との差（増減率）
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十勝医療圏における医療機能ごとの病床の状況            (単位:床) 

区 分 病床数 
 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

病  院 
3,875 

(4,286) 

267 

（697） 

1,446 

（1,736） 

913 

（４５３） 

1,249 

（1,400） 

診療所 
211 

（301） 

0 

（０） 

130 

（２３５） 

65 

（26） 

16 

（４０） 

計 
4,086 

（4,587） 

267 

（697） 

1,576 

（１，９７１） 

978 

（４７９） 

1,265 

（1,440） 

昨年比 

（H29 計画時） 

△254 

（△５０１） 

△106 

（△４３０） 

△127 

（△305） 

103 

（△４９９） 

△124 

（△175） 

                       ※令和２年度病床機能報告 （ ）は平成 26 年度病床機能報告 

２ 公立芽室病院の現状 

(1) 病院の概要 

    当計画当初（平成 29 年）は、内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻

咽喉科、歯科の 8 診療科体制であり、診療圏は芽室町全域と周辺の清水町、新得町、鹿

追町、帯広市の西部地区などとなっていました。 

内科、整形外科、歯科の外来患者は、全体に占める芽室町内在住者の割合は高く、小

児科、外科、眼科、耳鼻咽喉科は町内在住者の割合は低い傾向にあり、産婦人科の外来

患者の 6 割以上は、町外在住者となっていましたが、平成 30 年 3 月末の歯科、平成 31

年 3 月末の産婦人科、令和 3 年 3 月末の外科廃止以降は、全体に占める町内在住者の患

者割合が増加しています。 

令和 4 年度は、総合診療科、小児科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科の 5 診療科体制で

あり、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、十勝管内の市町村から外来・入院患者、

PCR 検査受診者を多く受け入れました。 

 

(2) 医療施設の状況 

    当院は、昭和 15 年に村立芽室診療所として開設、昭和 29 年 4 月に町立芽室病院に改

称、昭和 30 年 2 月に国民健康保険直診施設となり、平成元年から 3 か年かけて管理棟、

病棟とも全面改築し、平成 12 年から平成 13 年にかけて増改築を行い、平成 14 年 4 月

には公立芽室病院に改称しました。 

全面改築から初期工事部分は 30 年以上を経過し、施設の老朽化が進んでいることか

ら令和 2 年度に公立芽室病院個別施設計画案を策定、町の公共等総合管理計画に盛り込

み、令和 3 年度に長寿命化に向けた改修費用の概算額を把握し、令和 4 年度には改修工

事内容等について検討し、令和 5 年度以降に長寿命化か建替かの議論を行います。 

また、令和 5 年 1～3 月には 1F 待合室の壁・トイレの改修整備工事を施工します。 

     

 (3) 患者数の動向 

   ① 入院患者数 

入院患者数は、平成 20 年代半ばまでは年間 4 万人前後で推移していましたが、平成

27 年度に 4 万人台を割り込み、病床稼働率も 6 年ぶりに 70％台を割りました。診療報

酬改定などの影響も受け、患者数減と在院日数の短縮化傾向が続いたことから、平成 30

年 4 月に稼働病床数を 43 床休床し 107 床に変更しました。 

令和 2 年度からは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、入院患者数、病床稼働
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率も低下傾向が続きましたが、令和 4 年度は回復傾向が表れています。 

 

◎年間入院患者数の推移                                                             （単位:人、％） 

区分  H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

患者数  38,571 40,873 42,195 39,950 41,132 33,669 34,616 33,498 30,670 30,075 27.772 25,317  

稼働率  70.4 74.4 77.1 73.0 75.0 61.3 63.2 61.2 78.5 76.8 71.1 64.8  

※稼働率について H29 年度までは１５０床で計算。H３０年度以降については 107 床で計算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 外来患者数 

外来患者数は、平成 24 年度までは年間 10 万人を維持し、その後は減少の一途をたど

り、外来患者に対する薬剤の長期処方の普及、診療科の閉鎖（歯科・産婦人科・外科）

も影響し令和 2 年度には 5 万人まで減少しました。慢性的な内科医師不足や小児科常勤

医師不在の時期が続き、さらに令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症などの影響を受

け減少しました。 

令和 3 年度は、患者者数が増加したものの、新型コロナウイルス感染症への対応（行

政検査・発熱外来開設等）によるところが多くなりました。 

令和 4 年度は総合診療科医師の増員し、健診対応・訪問診療（看取り対応含む）等へ

の対応について拡大したことにより、増患・集患の体制が整い、徐々に患者数は回復傾

向が表れています。 

 

◎年間外来患者数の推移                                       （単位:人） 

区分  H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

患者数  100,738 100,108 91,871 81,059 85,372 82,314 78,876 74,477 67,471 61,506 50,206 55,001  
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Ⅲ 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

  

１ 公立芽室病院の果たすべき役割 

(1) 公立芽室病院の役割 

今後、さらなる高齢化により増大する医療ニーズに対応するためには、地域医療構想

区域における各医療機関の病床機能を分化・強化・連携し、入院医療から在宅医療等へ

の移行を促進する必要があります。それぞれの医療機関の役割を明確にし、それに応じ

た医療体制の整備が必要となります。 

当院は、一般急性期～回復期～慢性期の幅広い病床機能に対応するとともに、地域の

「かかりつけ医」として「訪問診療」、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」、「退院

支援」、「看取り」等の在宅医療について対応を強化しています。 

さらに実態を鑑み、令和元年度病床機能報告（令和元年 11 月）をもって「高度急性

期・急性期」の 60 床を「回復期、慢性期」に変更しました。 

手術については、当院で実施可能な範囲に限定し、高度医療に即した手術は帯広市内

等の専門的病院に委ね、診療のすみ分けを行い効率的な医療展開を進めました。 

病床機能としては、回復期病床の機能を有する「地域包括ケア病床」の拡大、病棟化

を目指し機能整備を進めています。 

また、新型コロナウイルス感染症をはじめとする新興感染症に対応できる体制・機能

の整備を進め、医師(ICT)・感染管理認定看護師(ICN)を中心に感染対策を強化しました。 

 

(2) 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

地域住民が住み慣れた場所で自分らしい生活を人生の最期まで安心して送ることを目

指し、当院が地域包括ケアシステムの医療における中核施設として、従来からの「かか

りつけ病院」の機能を充実させるとともに、平成 28 年 7 月に開設した地域包括ケア病床

（地域包括ケア入院医療管理料）を十分機能させ、帯広市内の急性期医療機関や近隣の

介護老人福祉施設等との連携、在宅医療の推進および医療・介護・保健・福祉等の連携

を促進してきました。 

また、今後における在宅医療を前提として、公立芽室病院の看護師が中心となり、地

域および施設等の保健師や社会福祉士、ケアマネジャーなどと連携し、「入退院支援」を

担う機能の体制整備を図ってきました。 

さらに、令和 3 年度から 2 年間、旭川医科大学との連携事業により地域包括ケアシス

テムの充実化へのアドバイスを受け、令和 4 年 7 月に 24 時間対応の訪問看護ステーシ

ョンの開設を果たしました。 

 

２ 一般会計負担の考え方 

地方公営企業は、企業性（経済性）の発揮と公共の福祉の増進を経営の基本原則とする

ものであり、その経営に要する経費は経営に伴う収入（料金）をもって充てる独立採算性

が原則とされています。 

しかし、公立病院には公的な役割として不採算医療や高度医療等を担うという使命があ

り、次の経費については一般会計が負担するものと定められ、毎年、総務省は繰出基準を

示しています。 
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(1) その性質上企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費（救急業務、

小児医療、看護師養成所等） 

 (2) その公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもっ

て充てることが客観的に困難であると認められる経費（高度医療整備、病院建設また

は改良経費等） 

 

病院事業会計への繰出についても基準をもとに行われ、高度医療、救急医療、小児医療

等の政策的医療に要する経費等については、経営に伴う収入をもって充てることが困難な

ため一般会計による経費負担が必要です。したがって、現在運用している一般会計負担基

準を検証し、採算性を求めることが困難な部門の経費や経営基盤強化対策に要する経費に

ついて、総務省が定める基準に基づき負担することとし、一般会計による経費負担の考え

方を明確化し、地域住民の理解のもと必要な財政支援を受けつつ、引き続き経営の効率化

に努めました。 

令和 4 年度は繰出基準に、不採算地区病院の運営に要する経費を加えました。 

 

  芽室町における繰出基準の考え方（令和 4 年度） 

項  目 内  容 

救急医療の確保に要する経費 
救急告示病院における医師等の待機及び空床の確保等

救急医療の確保に必要な経費に相当する額 

病院の建設改良に要する経費 

病院の建設改良費及び企業債元利償還額のうち、これ

に伴う収入をもって充てることができないと認められ

るものに相当する額 

高度医療に要する経費 

高度な医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収

入をもって充てることができないと認められるものに

相当する額 

小児医療負担に要する経費 

小児医療の病床確保に要する経費のうち、これに伴う

収入をもって充てることができないと認められるもの

に相当する額 

院内保育補助に要する経費 

病院内保育所の運営に要する経費のうち、これに伴う

収入をもって充てることができないと認められるもの

に相当する額 

児童手当に要する経費 

① 3 歳に満たない児童に係る給付に要する経費（③に

掲げる経費を除く。）の 15 分の 8 

② 3 歳以上中学校修了前の児童に係る給付に要する経

費（③に掲げる経費を除く。） 

③ 児童手当法附則第 2条に規定する給付に要する経費 

医師及び看護師等の研究研修

に要する経費 
医師及び看護師等の研究研修に要する経費の 2 分の 1 

医師確保対策に要する経費 

公立病院に勤務する医師に要する経費のうち、経営に

伴う収入をもって充てることが客観的に困難であると

認められるものに相当する額 
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不採算地区病院の運営に要す

る経費 

不採算地区病院の運営に要する経費のうち、その経営

に伴う収入をもって充てることができないと認められ

るものに相当する額 

建設改良費に要する出資 
企業債元金に対する経費への出資、建設改良費に対す

る経費への出資 

経営安定に資する出資 経営安定化をはかるため、資本の増強に資する出資 

 

３ 地域住民及び利用者の理解 

   地域医療構想の策定・具現化により、十勝圏の医療機関においては、診療体制の変化、

役割分担が進み、今後は医療機関、関係施設等との連携・協力体制の強化が必要になると

考えられます。そのためにも当院の役割・機能等について、地域住民や利用者に十分に理

解してもらうための取組みと活動を強化してきました。 

令和元年度には、新たな住民向けの事業として地域に計画的に説明・理解を深める場と

しての「語ろう会」、住民からの要望に基づき開催する「出前講座」、福祉施設などの職員

を対象とした「お出迎え講座」の開始、ホームページのリニューアル、SNS の開設、ユーチ

ューブ動画配信、令和 3 年度には多職種連携により新たな講座をつくり住民参加策を進め

ています。さらに令和 4 年度は、病院広報誌を単独発行するなど情報発信に精力的に取り

組みました。 

 

Ⅳ 経営の効率化 

 

１ 経営指標に係る数値目標 

   経営の効率化は、医療提供体制を確保し、良質な医療を継続的に提供していくために必

要であることから平成 31 年 4 月から令和 4 年 3 月末までの 3 年間、経営改革業務を外部

経営コンサルタントに委託しアドバイス等を受け、職員の意識改革と行動改革に取り組み

ました。令和 3 年度には目標管理制度を導入し、数値目標を設定しながら全科で経営改善

に取り組みました。 

新型コロナウイルス感染症により入院患者、外来患者の落ち込みはありましたが、新型

コロナに係る入院病床の確保、ワクチン接種、行政検査、発熱外来等を実施したことによ

り、令和 2 年度から 2 年続けて黒字決算となりましたが、新たに部門別原価管理会計シス

テムを導入し、さらなる経営効率化を図ることとしています。 

 (1) 収支改善に係るもの 

  経常収支比率 

 

 

           

 (2) 経費削減に係るもの 

  職員給与費対医業収益比率 

 

 

 

H29（実績） H30（実績） R1（実績） R2（実績） R3（実績） R4（推計） 

90.3% 94.8% 93.0% 108.6% 108.9% 98.7% 

H29（実績） H30（実績） R1（実績） R2（実績） R3（実績） R4（推計） 

68.6% 67.2% 69.9% 93.5% 88.2% 78.1% 



 

10 

 

 (3) 収入確保に係るもの 

  病床利用率 

 

 

 

  １日平均外来患者数 

 

 

 

 (4) 経営の安定性に係るもの 

  常勤医師数（H30 までは歯科医を含む） 

 

 

 

      

 ２ 目標達成に向けた具体的な取組み 

(1) 医療機能の強化 

    当院は、芽室町内で唯一の入院機能を持つ医療機関として、一般急性期～回復期～慢

性期の幅広い病床機能に対応するとともに、在宅医療に関係する「入退院支援」、「急変

時の対応」、「看取り」等の機能充実を図るとともに、平成 27 年度から開始した訪問診療

等在宅医療の強化を目指してきました。併せて、芽室町が目指す「予防医療」を提供・

推進するため、すこやか健診等の公衆衛生活動も積極的に展開しました。 

    北海道では、平成 28 年 12 月に十勝区域地域医療構想を策定し、2025 年における医療

需要予測に基づき、必要病床数（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）の推計や在宅

医療の等の在宅医療等の医療需要を見込んでいます。 

    

① 令和 2 年度の目標と取組み 

当院では平成 27 年度以降、3 年連続で病床稼働率が 70％を下回ったことを踏まえ、平

成 30 年４月には現行の病床数（150 床）のうち 43 床を休床し、107 床稼働の効率的な病

床運営を取り進め、病床機能についても検討しました。 

その原案は、令和 2 年 6 月 1 日から稼働病床を 120 床とし、2 階を一般病床 20 床及び

地域包括ケア病床を 20 床に、4 階を障害者施設病床 40 床に、3 階病棟は療養病床に変

更し再開するものでした。地域包括ケア病床の増床は急性期治療を終えた患者の在宅復

帰の支援強化を図るものであり、療養病床の新設は長期間の療養に対応するものとして

帯広市内などの急性期病院との「機能分化と連携」を強めながらリハビリテーションの

充実を図り、地域包括ケアシステムの医療部門の中核施設を担うものして計画したもの

です 

 

 

 

 

 

H29（実績） H30（実績） R1（実績） R2（実績） R3（実績） R4（推計） 

61.2% 78.5% 76.8% 71.1% 64.8% 95.4% 

H29（実績） H30（実績） R1（実績） R2（実績） R3（実績） R4（推計） 

311.3 人 281.1 人 259.3 人 211.0 人 229.8 人 261.5 人 

H29（実績） H30（実績） R1（実績） R2（実績） R3（実績） R4（推計） 

12 人 11 人 11 人 10 人 8 人 11 人 



 

11 

 

 

   ② 令和 3 年度の目標と取組み 

公立病院の改革を適切に進めるための地域医療構想全体の方向性も考慮するとともに、

持続可能な医療提供体制の確保に向けて、当院が地域において担うべき役割と、新型コ

ロナウイルス感染症拡大への対応を踏まえながら医療機能の強化を図りました。 

 

   ③ 令和 4 年度の目標と取組み 

    令和 2 年度に計画した療養病床開設については、新型コロナウイルス感染症への対応

のために延期を余儀なくされました。令和 4 年度においても、新型コロナウイルス感染

症への協力医療機関とする必要があることから、療養病床開設及び病床再編への大きな

見直しを図ることができない状況となりました。 

持続可能な医療提供体制の確保に向けた病棟病床のあり方については、医療機能の強

化と地域医療構想全体の方向性を総合的に考慮し、次の病院経営強化プランの策定時に

再検討します。  

また、令和 4 年 4 月 1 日から許可病床を 30 床減らし 120 床とし、総務省が定める不

採算地区病院に位置付けました。 

 

(2) 診療体制の強化・維持 

  総合診療科を中心とした地域包括ケアシステムの医療部門の中核施設として、全ての

診療科が「かかりつけ病院」としての役割の強化を図りました。今後においても人材の

確保及び医療の質の確保が困難な診療科については、住民ニーズや採算性も総合的に考

量し廃止・休止の検討を継続します。 

 

      ❶ ❷
階 病床内容 看護基準 夜勤体制 階 病床内容 看護基準 夜勤体制

４階 障害者施設病棟（47床） 10：1 看護師２ ４階 障害者施設病棟（47床） 10：1
看護師２

介護士等１

３階

新型コロナウイルス感染患者(６床）

(個室６・休床43)加えて休床の43床中

7室11床を受入用として準備

３階

新型コロナウイルス感染患者７床

(多床室4・個室3)

確保（19床）

２階
一般病床（44床）

地域包括ケア病床(10床)
２階

一般病床（31床）

地域包括ケア病床(10床）

      ❸ ❹
階 病床内容 看護基準 夜勤体制 階 病床内容 看護基準 夜勤体制

４階 障害者施設病棟（46床） 10：1
看護師２

介護士等１
４階 障害者施設病棟（46床） 10：1

看護師２

介護士等１

３階 療養病棟（34床） 20：1
看護師１

介護士等２
３階 療養病棟（34床） 20：1

看護師１

介護士等２

２階
一般病床（20床）

地域包括ケア病床(20床)
13：1

看護師２

介護士等１

一般病床（17床）

地域包括ケア病床(10床)

新型コロナウイルス感染患者

５床　(多床室2・個室3)

確保（13床）

      ❺ ❻
階 病床内容 看護基準 夜勤体制 階 病床内容 看護基準 夜勤体制

４階 障害者施設病棟（47床） 10：1
看護師２

介護士等１
４階 障害者施設病棟（47床） 10：1

看護師２

介護士等１

３階
新型コロナウイルス感染患者14床

(多床室12・個室2)　確保27床
３階

新型コロナウイルス感染患者14床

(多床室12・個室2)　確保27床

２階
一般病床（23床）

地域包括ケア病床(10床)
２階

一般病床（23床）

地域包括ケア病床(10床)

10：1
看護師３

介護士等１

２階 13：1
看護師２

介護士等１

10：1
看護師３

介護士等１

◎コロナ病棟増床開始：令和3年6月7日実施（107床）当初案
（許可150床）

◎令和4年4月1日実施（107床） （許可120床）
診療報酬改定及び新型コロナウイルス感染症用病床確保事業の情勢が未確
定のため現状維持予定

◎療養病棟開始かつ協力医療機関継続検討案：令和3年8月1日開始予定
（120床）  （許可150床） 修正案➡新型コロナウイルス感染患者対応のため保
留（継続）

令和２年度～令和４年度　病棟許可・稼働等計画・実行の変遷
◎コロナ病床協力医療機関／令和2年8月1日～令和3年6月6日（107床）  （許
可150床）

10：1 看護師３ 10：1
看護師３

介護士等1

◎令和2年4月１日～7月31日（107床）　（許可150床）

◎療養病棟開始：令和3年4月1日（120床）当初案
（許可150床） ➡新型コロナウイルス感染患者対応のため結
果見送り
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   (3) 人材の確保・育成 

① 医師の確保は、診療体制の確保・強化、さらには経営改善に向けて、最優先課題と

なることから、関連大学・病院等への働きかけを継続するほか、人脈等を活用した情

報収集を行うとともに、臨床実習生及び研修医を積極的に受け入れました。 

② 看護部門は、新規採用やキャリア職員の中途採用を効果的に行い、看護師等養成

学校との連携を強化し、計画的・効率的な職員配置を念頭にしました。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大による院内クラスターの経験を踏まえ、引

き続き院内感染対策を図り、感染管理認定看護師（ICN）の確保に努めました。 

③ 医療技術部門は、将来の診療体制を見据えながら、計画的な職員採用と配置適正

化を図り、安定した医療サービス提供が維持できるよう取り進めました。 

④ 事務部門は、病院経営を取り巻く環境変化に柔軟に対応できるよう医事業務に精

通した職員の確保と診療報酬請求及び診療情報管理について専門知識を有する職員

の人材育成に努めました。医師事務作業補助者を複数採用し、医師のタスクシフト

を図り受付・会計窓口事務については、令和 4 年 4 月から直営化へと転換し、人事

育成と併せてサービスの強化に努めました。 

⑤ 医療従事者のスキル向上は、医療の質の向上に繋がることから、学会等への積極

的な演題発表や各種研修等の受講を推奨し支援するとともに、診療報酬請求をはじ

めとする病院経営状況の認識共有を図り、研修の充実に努めながら専門職の養成を

進めました。医事業務の委託内容を検証し、令和 2 年度から医療費請求業務の一部

（外来分算定）を直営化、令和 4 年度には受付・会計業務を完全直営化に切り替え

ました。 

⑥ リハビリスタッフ、介護員、看護助手、調理員、栄養士など医療サービスの提供に

必要な職種については、機能改革に沿った人材の確保に努め増員しました。 

⑦ 人事考課制度を推進し、経営に関する意識を醸成するとともに、院内マネジメン

ト強化と働き方改革に向けて、院内会議を勤務時間内開催にさらに令和 3 年度末か

ら「できることから始めようプロジェクト」を展開し、多職種連携をもって全職員に

よる経営改善の機会創出を図りました。 

 

(4) 収入確保対策 

① 入院及び外来診療体制の充実を図り、患者数増を目指すとともに、町内・近隣医

療施設との連携を強化し、病床の効率的な稼働を目指すことで経営の安定化を図り

ました。 

    ② 診療報酬制度の多職種理解・情報共有を進め、職員の配置によって得られる効果

的・効率的な施設基準に取り組むことができる体制づくりを目指しました。 

③ 医療相談体制の充実を図り、紹介・逆紹介患者の割合増を目指しました。 

④ 未収金の早期回収、法的措置を含めた債権管理の徹底等、今まで以上に未収金対

策を強化しました。 

 

(5) 経費節減対策 

    ① 業務の効率化により人員の適正配置を進め、時間外勤務の削減など、人件費の抑

制に努めました。 

    ② 材料費（薬剤、診療材料等）は、価格交渉やベンチマーク導入による効果を生か
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し、引き続き経費節減に努めました。 

    ③ 管理的経費については、適正な施設管理を継続し、節減の意識を職員全体に醸成

し経費削減に努めました。特に委託業務については、委託のあり方そのものや費用

の見直しを徹底し、費用対効果を精査しました。 

 

Ⅴ 再編・ネットワーク化 

  

１ 再編・ネットワーク化の現況 

   公立芽室病院が所在する十勝地域医療構想区域（以下「十勝医療圏」という。）は、全国

344 の二次医療圏の中で、全国一広域な面積を有しています。十勝医療圏には 33 病院が所

在し、許可病床数は 4,434 床です。 

また、十勝医療圏には 8 つの公立病院が所在し、許可病床数は 528 床の許可病床（令和

4 年 1 月 4 日現在）を持ち、それぞれの自治体において基礎的な地域医療を担っています。 

当院は、昭和 52 年 5 月に一般病床 35 床を増床し、150 床の許可病床数を設けましたが、

近年の病床稼働率を踏まえ、不採算地区病院等への財政措置（特別地方交付税）の対象と

し、令和 4 年 4 月からは一般病床 30 床を減らし 120 床とする予定です。 

 

自治体名 病院名 許可病床数 病床内訳 

芽室町 公立芽室病院 １２０(１５０） 一般 150➡120（令和 4 年 4 月） 

士幌町 士幌町国民健康保険病院 ５０(６０) 一般５０ 

鹿追町 鹿追町国民健康保険病院 ５０ 一般３０、療養２０ 

大樹町 大樹町立国民健康保険病院 ５０ 一般５０ 

広尾町 広尾町国民健康保険病院 ４８(６０) 一般４８(一般４０、療養２０） 

池田町 十勝いけだ地域医療センター ６０ 一般６０ 

本別町 本別町国民健康保険病院 ６０ 一般６０ 

足寄町 足寄町国民健康保険病院 ６０ 一般６０ 

   ※( )は平成 29 年時 

 ２ 再編・ネットワーク化の方向性 

  国は新ガイドラインにおいて、都道府県と連携しつつ、二次医療圏等の単位で公立病院

等の再編・ネットワーク化を検討するよう求め、さらに令和元年 9 月 26 日に厚生労働省

の地域医療構想に関するワーキンググループでは、病床機能報告において高度急性期、急

性期の病床を持つ公立・公的等病院を発表し、当院もその対象となりました。 

十勝医療圏の面積は、全国一広大なことに加え、医療圏内の自治体ごとに患者動向や医

療事情が異なるものの、公立病院の再編・ネットワーク化については、十勝医療圏内の自

治体の医療需給状況等を見据え、十勝医療圏全体の中で医療機能の役割分担を論議し、各

医療機関の機能と特性を相互に理解し、多機能的に連携を推進していくこととなり、さら

にその協議には地域住民との協議を伴うものとされました。 

 

Ⅵ 経営形態の見直し 

当院は、地方公営企業法の一部（財務）適用に該当し、一般行政組織からは財務に関し

独立しているものの、予算編成・執行や人事面においては、行政組織に準じた運用を行う
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必要性から民間病院のような柔軟な経営手法を取ることは困難です。 

全部適用化は、組織・人事・予算面において一定の弾力性を持つ経営形態であり、経営

改善が期待できる反面、公立病院は救急・小児・周産期医療等、民間医療機関では担い難

く採算性の確保が難しい分野の医療も担う必要性があり、経営形態の変更によって地域の

医療提供体制に悪影響を及ぼすことのないよう配慮しなければなりません。 

令和 3 年度には、公立芽室病院経営形態検討会議を設置のうえ協議しましたが、コロナ

情勢を見据え、時期を置いて再検討することとしました。今後においても全部適用化を筆

頭として、組織・人事・予算の弾力的な運用を可能とする経営形態への転換に向けた具体

的な検討を進めます。 

 

Ⅶ プランの点検・評価 

 

１ プランの点検・評価と公立芽室病院経営強化プランの策定 

新改革プランは、期間中（平成 29 年度～令和 4 年度）に医療制度や社会情勢等の変化に

伴い、策定時の想定条件との差異を調整するため、各年度の予算編成または決算数値が確

定した時点で各種指標を算出し、院内に設置した病院改革プラン推進委員会における議論・

評価を経た後、外部委員で構成されている公立芽室病院運営委員会において評価し、改訂

を行いました。 

１次改定（平成 30 年 8 月、2 次改定（平成 31 年 3 月）、3 次改定（令和 2 年 3 月）、4 次

改定（令和 3 年 6 月）、5 次改訂（令和 4 年 3 月）、最終評価を令和 5 年 3 月に行います。     

病院経営改革を適切に進めるために、地域医療構想全体の方向性を考慮するとともに、

持続可能な医療提供体制の確保に向けて、公立病院が地域において担うべき役割などにつ

いて、新型コロナウイルス感染症拡大への対応を踏まえて再検証する必要があり、新たな

「公立芽室病院経営強化プラン」には新改革プラン（平成 29 年度～令和 4 年度）の評価内

容を踏まえた内容を盛り込んでいきます。 

 

２ プランの公表 

同プランの評価・改訂については、パブリックコメントを実施のうえ、病院運営委員会

の諮問・答申を経て町長が決定するものであり、評価、進捗状況、経営状況、運営方針等

の内容については広報紙・ホームページへの掲載を通じて、住民・利用者の理解が深まる

よう努めました。 
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Ⅷ 収支計画（別紙１） 
１ 収支計画（収益的収支）  

（単位：百万円、％）  

区分                年度 
H27 

(実 績 ) 

H28 

(実 績 ) 

H29 

(実 績 ) 

H30 

(実 績 ) 

R1 

(実 績 ) 

R2 

(実 績 ) 

R3 

(実 績 ) 

R4 

(予 算 ) 

収

入 

１ 医 業 収 益 ａ 1,899 1,881 1,817 1,617 1,484 1,324 1,361 1,709 

(1)料 金 収 入  1,688 1,660 1,589 1,407 1,316 1,164 1,138 1,524 

(2)そ の 他  211 221 228 210 168 160 230 185 

   う ち 他 会 計 負 担 金 101 114 128 126 96 95 93 89 

２ 医 業 外 収 益  517 375 377 430 428 947 814 429 

(1)他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金  434 305 308 334 322 454 323 342 

(2)国 （ 道 ） 補 助 金        4  

(3)長 期 前 受 金 戻 入  46 36 34 62 75 88 75 48 

(4)そ の 他  37 34 35 34 31 405 512 39 

経 常 収 益 (A) 2,416 2,256 2,194 2,047 1,912 2,271 2,275 2,138 

支

出 

１ 医 業 費 用 ｂ 2,473 2,433 2,377 2,109 2,006 2,035 2,036 2,153 

(1)職 員 給 与 費 c 1,245 1,247 1,246 1,087 1,038 1,239 1,200 1,334 

(2)材 料 費  263 260 240 204 188 176 173 164 

(3)経 費  756 728 397 351 344 333 383 377 

(4)減 価 償 却 費  167 182 153 150 140 129 117 110 

(5)そ の 他  42 16 341 317 296 158 163 168 

２ 医 業 外 費 用  56 55 53 49 50 52 54 14 

(1)支 払 利 息  9 8 8 8 7 6 6 5 

(2)そ の 他  47 47 45 41 43 46 48 9 

経 常 費 用 (B) 2,529 2,488 2,430 2,158 2,056 2,087 2,089 2,167 

経常損益(A)-(B) (C) △113 △232 △236 △111 △144 184 185 △29 

特

別

損

益 

１ 特 別 損 益 (D)      47   

２ 特 別 損 失 (E) 18     47   

特 別 損 益(D)-(E) (F) △18     0   

純 損 益(C)-(F)  △131 △233 △236 △111 △144 184 185 △29 

累 積 欠 損 金 (G) △145 △378 △614 △725 △869 △685 △500 △615 

不

良

債

務 

流 動 資 産 (ｱ) 260 203 252 225 176 362 543 419 

流 動 負 債 (ｲ) 249 188 534 477 221 202 203 167 

  う ち 一 時 借 入 金   100 350 300 50    

翌 年 度 繰 越 財 源 (ｳ)         

当 年 度 同 意 債 で 未 借 入 

又 は 未 発 行 の 額 
(ｴ)         

差引 
不良債務 

｛(ｲ)-(ｴ)｝｛(ｱ)－(ｳ)｝ 
(ｵ) △11 △15 282 252 45 △160 △340 △252 

経 常 収 支 比 率 (A)／(B)×100 95.5 90.6 90.3 94.9 93.0 108.6 108.9 98.7 

不 良 債 務 比 率 (ｵ)／ ａ×100 △0.6 8.0 15.5 15.5 3.0 △12.1 △25.0 △14.7 

医 業 収 支 比 率 ａ／ ｂ×100 76.8 77.3 76.4 76.6 74.0 65.1 66.8 79.4 

職 員 給 与 費 

対 医 業 収 益 比 率 
ｃ／ ａ×100 65.6 66.3 68.6 67.2 69.9 93.5 88.2 78.1 

地 方 財 政 法 施 行 令 第 1 5 条 第 １ 項 

に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 
(H)  150 282 252 45    

資 金 不 足 比 率 (H)／ ａ×100  8.0 15.5 15.5 3.0    

病 床 利 用 率 61.3 63.2 61.2 78.5 76.8 71.1 64.9 95.4 

団体名 

（病院名） 

芽 室 町 

（公立芽室病院） 
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２ 収支計画（資本的収支） 

区分                年度 
H27 

(実 績 ) 

H28 

(実 績 ) 

H29 

(実 績 ) 

H30 

(実 績 ) 

R1 

(実 績 ) 

R2 

(実 績 ) 

R3 

(実 績 ) 

R4 

( 予 算 ) 

収

入 

１ 企 業 債  130 21 10 0 30 0 0 188 

２ 他 会 計 出 資 金     179 401 94 71 41 

３ 他 会 計 負 担 金          

４ 他 会 計 借 入 金         

５ 他 会 計 補 助 金        36  

６ 国 （ 道 ） 補 助 金  42 5 3 0 11 60 26  

７ そ の 他  26 5 6 4 5 5 7 4 

収  入  計 (a) 198 31 19 183 447 159 140 233 

うち翌年度へ繰り越される 

支 出 の 財 源 充 当 額 
(b)         

前年度同意等債で当年度借入分 (C)         

純計(a)-｛(b)＋(C)｝ (A) 198 31 20 183 447 159 140 233 

支

 
 

 
 

 

出 

１ 建 設 改 良 費  222 40 40 59 96 103 139 209 

２ 企 業 債 償 還 金  35 35 68 74 77 78 53 45 

３ 他会計長期借入金返還金          

４ そ の 他          

支  出  計 (B) 257 75 108 133 173 181 192 254 

差 引 不 足 額(B)－(A) (C) 59 44 88 △50 △274 22 52 21 

補

て

ん

財

源 

１ 損 益 勘 定 留 保 資 金  59 44 88 △50 △274 22 52 21 

２ 利 益 剰 余 金 処 分 額          

３ 繰 越 工 事 資 金          

４ そ の 他          

計 (D) 59 44 88 △50 △274 22 52 21 

補 て ん 財 源 不 足 額(C)－(D) (E)         

当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 

又 は 未 発 行 の 額 
(F)         

実 質 財 源 不 足 額(E)-(F)         

 

３ 一般会計からの繰入金の見通し 

 
H27 

( 実 績 ) 

H28 

( 実 績 ) 

H29 

( 実 績 ) 

H30 

( 実 績 ) 

R1 
( 実 績 ) 

R2 
( 実 績 ) 

R3 
( 実 績 ) 

R4 
( 予 算 ) 

収 益 的 収 支 
(238,246) 

534,936 

(123,745) 

418,467 

(120,865) 

435,925 

(120,652) 

459,939 

(96,991) 

418,486 

(224,131) 

547,862 

 (95,705) 

419,646 

      (0) 

430,083 

資 本 的 収 支    
(106,485) 

179,309 

(307,016) 

400,829 

 (22,756) 

 93,625 

 (34,982) 

103,322 

  (1,853) 

 40,552 

合 計 
(296,690) 

534,936 

(123,745) 

418,467 

(120,865) 

435,925 

(227,137) 

639,248 

(404,007) 

819,315 

(246,887) 

641,487 

(130,687) 

526,968 

  (1,853) 

470,635 

     （注） 

        １ （ ）内はうち基準外繰入金額を記入すること。 

        ２ 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業 

会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。 
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Ⅸ 改革プランの進捗状況について    

 

１ 今後の病院の経営の方向性・機能（令和４年度） 

 

(1) 少子・高齢社会に伴う役割 

公立芽室病院では、さらなる少子高齢化に向けた医療ニーズの高まりとともに、地域医

療構想区域における各医療機関の病床機能を分化・強化・連携しつつ、入院医療に加えて

在宅医療等の体制を整備中です。 

当院はこれまでの病床機能を見直し、「一般急性期～回復期～慢性期」の幅広い病床機

能を令和 2 年度から「回復期～慢性期」を中心とした病床機能として、新たに休棟してい

る 3 階病棟を療養病棟として再開する計画を立てましたが、新型コロナウイルス感染症

拡大の対策のために 3F 病棟をコロナ病棟として稼働することとなり、療養病棟の開設を

延期せざるを得なくなりました。 

令和 4 年度の病院経営の方向性としては、国および北海道の方針を踏まえながら、新型

コロナウイルス感染症への対応と診療報酬改定の内容を考慮しつつ、療養病棟の開設を

見極めるものとし、併せて地域包括ケア病床の増床を図りました。 

また、病状の安定した患者の退院支援とリハビリテーション部門を強化し、在宅医療

（急変時の対応、看取り、訪問診療・訪問看護・訪問リハビリテーション）を進め、その

機能の充実化を図りました。 

 

 (2) 地域医療構想（再編・統合）を踏まえた役割 

厚生労働省は、新ガイドラインにおいて、都道府県と連携しつつ、二次医療圏等の単位

で公立病院等の再編・ネットワーク化を検討するよう求め、さらに令和元年 9 月 26 日、

厚生労働省の地域医療構想に関するワーキンググループは、病床機能報告において高度

急性期、急性期の病床を持つ公立・公的等病院を発表し、当院もその対象となりました。 

十勝医療圏の面積は、全国一広大なことに加え、医療圏内の自治体ごとに患者動向や医

療事情が異なるものの、公立・公的病院の再編・ネットワーク化は、十勝医療圏内の自治

体の医療需給状況等を見据え、圏域全体の中で医療機能の役割分担の論議が必要となり

ました。これらを踏まえ、帯広市内の急性期医療機関との機能分化を果たし、さらに西十

勝地域を踏まえて医療機関及び福祉施設等と多機能的に連携強化を目指すものとして医

療構想（再編・統合）に対して一定の体制を示してきました。 

地域医療構想については、新型コロナウイルス感染拡大の情勢により、「感染症への対

応の視点を含めて、可能な限り早期に工程の具体化を図る」（「経済財政運営と改革の基本

方針 2020」令和 2 年 7 月 17 日閣議決定）とされ、厚生労働省から各都道府県知事に対し

て「令和元年度中とされた再検証等の期限を含め、地域医療構想に関する取組みの進め方

について、改めて整理の上、示すこととする」と通知されました（「具体的対応方針の再

検証等の期限について」令和 2 年 8 月 31 日付け医政発 0831 第 3 号厚生労働省医政局長

通知）。 

令和 4 年度に向けて、地域包括ケアシステムにおける医療部門の中核施設として、総合

診療科の医師を増員し全科を挙げて「かかりつけ病院」としての機能強化を図りました。

帯広市内の急性期医療機関、近隣町村の医療機関及び老人介護施設等との連携を図り、在

宅医療を推進し、町内外の医療・介護・保健・福祉等の各分野・機関との連携を促進し、

看護師を中心に保健師や社会福祉士、ケアマネジャーなどとも連携を深め、「入退院支援」

を担う機能を強化しました。 
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(3)  病院経営強化プランの策定と新型コロナウイルス感染症対策 

総務省は、令和 2 年 1 月に「新公立病院改革ガイドラインを令和 2 年夏に改定し、令和

3 年度以降の更なる改革のためのプランの策定を要請すること、同プランの策定に当たっ

ては地域医療構想調整会議の議論等を踏まえること」を発表しました。 

公立病院改革を適切に進めるためには、地域医療構想全体の方向性も考慮するととも

に、持続可能な医療提供体制の確保に向けて、公立病院が地域において担うべき役割など

について、新型コロナウイルス感染症拡大への対応を踏まえて再検証する必要があると

され、現行の「新公立病院改革ガイドライン」の改訂等を含む同ガイドラインの取扱いに

ついて改めて再検討すべきとしました。当院でも、新たな「公立芽室病院 新・改革プラ

ン」についての策定を事実上の期限延期をすることとしますが、同プランの進捗状況につ

いての点検・評価を行い、今後の見直しに備えて課題等を明確化しました。 

新型コロナウイルス感染症拡大は、改革プランの推進にも大きな影響をもたらし、療養

病棟開設計画を変更し病棟を開設するに至り、発熱・特殊外来の開設および PCR 検査の体

制強化を図るなど院内挙げて対応を図りました。令和 4 年度においても引き続き新型コ

ロナウイルス感染症への対応を図るとともに、ワクチン接種を第一義的な使命として取

り組みました。 

今後の当院の経営改革案については、令和 4 年度に総務省から示された「持続可能な地

域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」に基づき、当院の病院

経営強化プランを策定します。 

 

２ 令和 4 年度【公立芽室病院 R4 アクションプラン 7】の進捗状況 

 

(1) 新型コロナウイルス感染症対策への取組み 

町が進める新型コロナウイルス感染症対策に全面的に協力し、町民の皆様の感染予防

の一助になるべく、ワクチン接種に精力的に協力します。2 度の院内集団感染の経験を踏

まえ、感染防止への取組みの徹底を図り、感染対策研修の強化、発熱・特殊外来体制及び

PCR 検査体制の充実化、CT 検査体制を強化します。また、国・北海道の方針を見極めなが

ら、新型コロナウイルス感染症に罹患された患者様への入院対応について継続します。 

 

・ICN（感染管理看護師）採用（R4.4） 

・リアルタイムＰＣＲ機器導入（R4.10） 

・コロナ病棟、ワクチン対応、PCR 検査の継続（R4.4） 

・集団接種の協力 

・重点医療機関への移行（R4.10） 

・CT 更新（R4.12 補正予算案） 

・院内クラスター発生(R4.8,R4.10) 

 

   (2) 地域包括ケアシステムの推進 

当院は、医療、介護、保健、福祉を継続・一体的に提供する地域包括ケアシステムの医

療拠点として地域住民の暮らしを守るとともに、医療ニーズの変化を見極め、医療の質を

確保し、入院・外来診療の充実を図り、町内診療施設などとの地域連携機能を充実します。

訪問診療などの体制整備、かかりつけ病院としての機能を充実させ在宅医療への取組み

を強化し、さらに福祉事業所等と協力し患者の生活を支えるネットワーク構築に努めま

す。 

    さらに地域連携室を窓口とし、在宅医療・介護と病院間の連携強化への取組みを強化し

ます。町内の介護保険施設を対象とした介護医療連携会議の定例開催、芽室けいせい苑嘱
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託医の受託、さらに院内専門職と関係機関専門職との連携を深めるべく協議を継続しま

す。 

また、当院訪問看護師１名が旭川医大地域共生医育統合センター特任助教として、地域

包括ケア体制整備推進事業を推進します。訪問看護体制の構築と各機関の多職種にも参

加を促し、連携の推進を図ります。加えて令和 4 年 7 月に 24 時間訪問看護ステーション

の開設を予定しています。 

 

・総合診療科設置（R4.4） 

・総合診療科医 3 名を採用（R4.4） 

・地域連携室長を医師から看護師（看護企画監兼務）に任命（R4.4） 

・旭川医大地域共生医育統合センター地域包括ケア体制整備推進事業継続（R4.4） 

・老人保健施設りらく総合診療科コンサルタント（R4.4） 

・グループホーム藍訪問診療受託（R4.5） 

・総合診療科医１名を採用（R4.7） 

・広報紙に特集掲載・発行（R4.7） 

・訪問看護ステーション稼働（R4.7） 

・在宅療養支援病院認定（R4.7) 

・院外薬局との意見交換（R4.9） 

・リハビリテーション・マネジメント研修開催（R4.10-R5.3） 

 

(3) 各科各係・職員の経営意識の醸成と推進（目標管理制度の推進、機構改革、病院スタ

ッフの確保・育成の強化等）と院内ガバナンス確立（理念方針と各科連動、会議手法等） 

目標管理制度は、当院の職員個々の目標を経営目標や部門目標と連動することによっ

て、業績の上昇を目指す手法であり、各科が過程を管理しながら目標を達成することを目

的として令和 2 年度から新たに取り組んでいる制度です。職員個々から各科、そして全科

を挙げて経営に対する意欲を高め、創意工夫により達成を目指す段階でその能力開発と

育成、モチベーション向上などの相乗効果を期待するもので院長・副院長がヒアリングを

行うなど院内の対話も変化しています。手法については、常に試行錯誤をしながら進めて

いくこととしています。早くも効果が表れ、診療技術科・薬剤科は成果を示し、自ら提案

する機運が高まっています。 

当院の経営方針である「診療体制の確保・充実などにより持続可能な診療機能体制の構

築と経営基盤の強化を進め、町民に対して質の高い医療を提供します」に基づき、当院が

地域医療を支える使命を各科・各係・各職員が協力し合い、「医療の質の向上」を目指し、

町民の皆様の信頼回復を果たします。 

「公立芽室病院『できることから始めよう』プロジェクト」に取組み、全職員が経営改

善への取組みに参加できるしくみをつくり、さらに各科・各係間と内部の効率的な会議を

運営します。 

 

・受付・算定・会計等業務を民間委託から直営化（サービス向上目的）（R4.4） 

・目標管理制度院長ヒアリング（R4.5） 

・できることからはじめようプロジェクト会議設置（R4.4） 

・できることからはじめようプロジェクト１２ワーキンググループ始動（R4.4） 

・職員集会開始（毎月１日開催・理念唱和）（R4.4 開始） 

・部門別原価管理会計システム先進地院長等視察（Ｒ4.7） 

・模擬適時調査研修講師招へい（R4.7） 

・自律経営プロジェクト会議（部門別原価管理会計システム）設置（R4.10） 
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(4) 住民向け企画事業の推進（語ろう会・出前講座・お出迎え講座・病院まつり等） 

町民の皆様と施設関係者の皆様に当院の取組みを理解していただき、信頼していただく

ために引き続き、適切なテーマを選定しながら出前講座・お出迎え講座を継続して開催し

ます。 

 

・病院コミュニケーションレター【Ｗａ！】季刊発行・全戸配付（Ｒ4.４.7.11） 

・出前講座再開（R4.7,9,11） 

 

(5) 電子カルテシステムの新規更新 

平成 27 年度に更新した電子カルテシステムを令和 4 年 10 月に新規更新する予定です。

更新に際して専門的な知識が必要となることや院内各種システム管理を安定的かつ一元的

に行うために、システムエンジニアを委託派遣のうえ、全科を挙げてスムーズな導入を果

たし、適正なカルテ運用を図ります。 

 

・システムエンジニア派遣受入（R4.4） 

・更新完了（R4.10） 

 

 (6) 労働環境の整備 

院内で労働環境をめぐるトラブルも散見されることから、労務・労働環境の整備を行う

とともに、働き方改革（労働時間）、ハラスメント防止を図り働きやすい職場をつくります。

さらに職員数への影響（人件費 70％）を超える事態となっていることから、適正な人事管

理を行い、並行して町民に対する医療サービスの向上を築きます。 

 

・勤務時間内会議開催完全実施（R4.7） 

・IF 壁・トイレ整備工事（R5.1～3） 

・労働基準監督署（労働に従事する者に対する適用除外許可（夜間事務当直）（R4.9） 

 

(7) 運営体制の検討（公営企業法） 

   地方公営企業は、「組織」、「財務」、「職員の身分」等を定めた法全部を適用することを基

本に運営されるものですが、当院では、病院事業のみに認められている「財務」に関する

規定 のみを適用した『一部適用』を採用してきました。 

令和３年度において『公立芽室病院経営形態検討会議』を設置し、経営形態変更につい

て検討したところですが、新型コロナ感染症の感染状況、病床再編など不透明な要素も多

いことから、結論については先送りしたところでありますが、検討会議でも議論となった

経営責任を明確にする組織とするため、町と連動しながら『全部適用』を中心とした検討

を実施します。 

次期、公立病院経営強化プランにおいても、これまでと同様に『経営形態見直し』の言

及があり、国としても経営基盤強化のポイントと捉えているところです。 

 

・全部適用病院・道内視察（木古内・室蘭）（R4.8） 

・経営形態再協議予定（R5.1 予定） 

 

Ⅹ 目標管理制度の導入   

  

目標管理制度は、当院の職員個々の目標を経営目標や部門目標と連動することによって、

業績の向上を目指す手法であり、自ら過程を管理しながら目標を達成することを目的として

令和 2 年度に導入しました。職員個々から各科、そして全科を挙げて経営に対する意欲を高

め、創意工夫により達成を目指す段階でその能力開発と育成、モチベーション向上などの相
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乗効果を期待するものであり、管理職会議等を通じ全科に情報を共有しています。手法につ

いては試行錯誤を経ながら進めました。 

  令和 2～4 年度の目標管理制度の実績は、新型コロナウイルス感染症拡大および 2 度にわ

たる院内集団感染の影響により、診療科別での入院患者数は全科で目標を下回りましたが、

診療単価では、入院において目標額を上回る診療科もあり、外来においては PCR 検査の実施

によって単価の目標を達成しています。 

アフターコロナ、ウイズコロナにおける目標管理の設定と達成は当院の経営において大き

な影響が予想されることから KPI の精度を高める必要があり、島根県邑智病院で実施してい

る部門別原価管理会計システムを、令和 5 年度から本格運用します。全職員が参加すること

により、病院経営について自分ごとであることを認識し、組織の活性化・収支の改善等につ

なげていくことを目指します。 

 

(1) 新型コロナウイルス感染症対策への取組み 

町が進める新型コロナウイルス感染症対策に全面的に協力し、町民の皆様の感染予防の

一助になるべく、ワクチン接種に精力的に協力しました。通算 4 度の院内集団感染の経験

を踏まえ、感染防止への取組みの徹底を図り、感染対策研修の強化、発熱・特殊外来体制

及び PCR 検査体制の充実化、CT 検査体制の強化を図りました。また、国・北海道の方針を

踏まえ、平成 2 年度から協力医療機関として、平成 4 年 10 月からは重点医療機関として、

新型コロナウイルス感染症の入院を受け入れました。 

 

 (2) 地域包括ケアシステムの推進 

当院は、医療、介護、保健、福祉を継続・一体的に提供する地域包括ケアシステムの医

療拠点として地域住民の暮らしを守るとともに、医療ニーズの変化を見極め、医療の質を

確保し、入院・外来診療の充実を図り、町内診療施設などとの地域連携機能を充実します。

訪問診療などの体制整備、かかりつけ病院としての機能を充実させ在宅医療への取組みを

強化し、さらに福祉事業所等と協力し患者の生活を支えるネットワーク構築に努めました。 

   さらに地域連携室を窓口とし、在宅医療・介護と病院間の連携強化への取組みを強化し

ます。町内の介護保険施設を対象とした介護医療連携会議の定例開催、芽室けいせい苑嘱

託医の受託、さらに院内専門職と関係機関専門職との連携を深めるべく協議を継続しまし

た。 

また、当院訪問看護師１名が旭川医大地域共生医育統合センター特任助教として、地域

包括ケア体制整備推進事業を推進します。訪問看護体制の構築と各機関の多職種にも参加

を促し、連携の推進を図ります。加えて令和 4 年 7 月に 24 時間訪問看護ステーションを

開設しました。 

 

(3) 各科各係・職員の経営意識の醸成と推進（目標管理制度の推進、機構改革、病院スタ

ッフの確保・育成の強化等）と院内ガバナンスの確立（理念方針と各科連動、会議手法等） 

目標管理制度は、当院の職員個々の目標を経営目標や部門目標と連動することによって、

業績の上昇を目指す手法であり、各科が過程を管理しながら目標を達成することを目的と

して令和 2 年度から新たに取り組んでいる制度です。職員個々から各科、そして全科を挙

げて経営に対する意欲を高め、創意工夫により達成を目指す段階でその能力開発と育成、

モチベーション向上などの相乗効果を期待するもので院長・副院長がヒアリングを行うな

ど院内の対話も変化しています。手法については、常に試行錯誤をしながら進めていくこ

ととしています。早くも効果が表れ、診療技術科・薬剤科は成果を示し、自ら提案する機

運が高まっています。 

当院の経営方針である「診療体制の確保・充実などにより持続可能な診療機能体制の構

築と経営基盤の強化を進め、町民に対して質の高い医療を提供します」に基づき、当院が

地域医療を支える使命を各科・各係・各職員が協力し合い、「医療の質の向上」を目指し、
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町民の皆様の信頼回復を果たします。 

「公立芽室病院『できることから始めよう』プロジェクト」に取組み、全職員が経営改

善への取組みに参加できるしくみをつくり、さらに各科・各係間と内部の効率的な会議を

運営します。 

 

   (4) 住民向け企画事業の推進（語ろう会・出前講座・お出迎え講座・病院まつり等） 

町民の皆様と施設関係者の皆様に当院の取組みを理解していただき、信頼していただく

ために引き続き、適切なテーマを選定しながら出前講座・お出迎え講座を継続して開催し

ます。 

 

 (5) 電子カルテシステムの新規更新 

平成 27 年度に更新した電子カルテシステムを令和 4 年 10 月に新規更新する予定です。

更新に際して専門的な知識が必要となることや院内各種システム管理を安定的かつ一元的

に行うために、システムエンジニアを委託派遣のうえ、全科を挙げてスムーズな導入を果

たし、適正なカルテ運用を図ります。 

 

 (6) 労働環境の整備 

院内で労働環境をめぐるトラブルも散見されることから、労務・労働環境の整備を行う

とともに、働き方改革（労働時間）、ハラスメント防止を図り働きやすい職場をつくります。

さらに職員数への影響（人件費が 70％）を超える事態となっていることから、適正な人事

管理を行い、並行して町民に対する医療サービスの向上を築きます。 

 

 (7) 運営体制の検討（公営企業法） 

   地方公営企業は、「組織」、「財務」、「職員の身分」等を定めた法全部を適用することを基

本に運営されるものですが、当院では、病院事業のみに認められている「財務」に関する

規定のみを適用した『一部適用』を採用してきました。 

令和３年度において『公立芽室病院経営形態検討会議』を設置し、経営形態変更につい

て検討したところですが、新型コロナ感染症の感染状況、病床再編など不透明な要素も多

いことから、結論については先送りしたところでありますが、検討会議でも議論となった

経営責任を明確にする組織とするため、町と連動しながら『全部適用』を中心とした検討

を実施して行きます。 

次期、公立病院経営強化プランにおいても、これまでと同様に『経営形態見直し』の言

及があり、国としても経営基盤強化のポイントと捉えているところです。 

 

３ Ｒ１～Ｒ４のアクションプランの推進状況について 

 

■ 令和元年度【公立芽室病院 R1 アクションプラン 15】 

 

●病院経営の再生 

１ 空き病棟などの有効活用の検討（サービス付き高齢者住宅・介護医療院などの検討） 

  ＊R1.12 から新設した病院経営改革委員会で協議する。 

  ⇒空き病棟は病床機能を変更・復活し、療養病棟（40 床）とする（R2） 

２ 地域包括ケアシステムの充実（訪問診療・在宅医療・看取りなど） 

    ＊コンサル導入により地域連携室の機能強化、地域連携室長新人事（R1.12）。 

   ⇒地域包括ケア病床の増床（R2）。 

３ 訪問看護ステーション設置検討 
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  ＊R2.4 からのスタートを目指し、許可、運営準備中。 

   ⇒24 時間体制からスタートする（R2.4～）。 

４ BCP（災害時業務継続計画）の構築 

 

●経営の安定化 

５ 一般会計繰出金（繰入金）再検討 

  ＊R2 予算編成に向け検討済 

  ＊原案策定済(R2.1)。導入(R2.2)。 

６ 経営コンサルタント導入（病院ビジョン確立・浸透） 

  ＊R1.4 から導入。病院の目指す方向性については R2.3 までに決定する。 

   ⇒病院の目指す方向性を院内決定（R2.2）。 

７ 医療機関・救急隊との連携 

  ＊消防署と医師との協議済（R1.8）。 

   ⇒年 2 回開催する（R2.3）。 

８ 医療事務体制の強化 

  ＊民間経験のある医療事務専門職員を増員採用（H31.4）、加算等を含め院内研修を強化。 

   ⇒民間経験のある医療事務専門職員を増員採用（R2.4）。 

９ 医療人材確保・育成 

  ＊医師 3 名招へい（H31.4、H31.9、R2.4）、研修医等受入体制強化。新規採用看護師を増員

（R2.4）。 

10  総合診療体制の強化 

  ＊総合診療科を設置（R1.10）、総合診療医招へい（R2.4）。 

11  電子カルテ委託契約内容の適正化検討 

＊コンサルタントに委託し実行、減額化（H31.4）。 

12  院内研修（勉強会）体制の強化 

  ＊院内全員の研修会を 3 回実施し強化。 

●ＰＲ・広報活動の強化 

13 HP リニューアル後の充実化・SNS 推進（災害対応用フェイスブックなどの活用） 

  ＊実施（R1.4）。 

14 出前講座・地域医療講演会の実施 

  ＊決定（R2.2）。 

15 病院まつりの開催 

  ＊実施、1121 人動員（R1.10）。 

 
■令和２年度【公立芽室病院Ｒ２アクションプラン１０】の推進状況 

 

１ 院内体制の確立（新理念・方針と各科連動） 

  新院長に就任にあたり、令和２年４月 18 日に新理念・方針を発表し、職員を対象とした院

長講和を開催しました。院内掲示をはじめ病院だより、ホームページ・フェイスブックへ掲

載するなど町民の皆様にお伝えし、さらに新理念・方針を踏まえて、各科が目標管理の対象

項目を設定し、具体的に改革を進めましたが、各課題が浮上し院内体制の確立までには至ら

ず、継続して取組む必要があると考えています。 
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２ 回復・慢性期の機能強化 

  令和 2 年 6 月から開設予定の療養病棟については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

を受けたことにより延期せざるを得ない状況となりました。従来の障がい者病棟症例検討委

員会をベッドコントロール会議に改めて定例開催（毎週金曜日）し、回復・慢性期の病床機

能を踏まえた調整を行いました。さらに回復期機能の強化策として、リハビリテーション係

の職員を 3 名増員し、単位を重視した基盤づくりを行いました。療養病棟の開始については、

年度末に一旦白紙としました。 

 

３ 目標管理制度（ゴールチェック）の導入 

  目標管理制度は、当院の職員個々の目標を経営目標や部門目標と連動することによって、

業績の上昇を目指す手法であり、自ら過程を管理しながら目標を達成することを目的として

令和 2 年度から新たに取り組んでいる制度です。職員個々から各科、そして全科を挙げて経

営に対する意欲を高め、創意工夫により達成を目指す段階でその能力開発と育成、モチベー

ション向上などの相乗効果を期待するものであり、院長・副院長がヒアリングを行うなど院

内の対話も変化が認められ、継続実施することとしています。 

 

４ 住民向け企画事業の強化･実行（語ろう会・出前講座・お出迎え講座・病院まつり等） 

  住民向け企画事業の強化・実行策としては、第２回目の病院まつりと語ろう会の開催を目

指しましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたため中止の決定に至りました。

しかしながらその垣間をみて出前講座を４回、お出迎え講座を６回開催し、参加いただいた

町民の皆様と施設職員の方々に当院の活動を知っていただき、その距離を近づけることがで

きたものと考えています。 

さらに診療技術科と事務局が中心となり、YouTube 動画作成し、当院 Facebook・ホームペ

ージで配信するなど新たな取組みも開始しました。 

 

５ 在宅療養支援の強化 

  訪問診療は、最多時には 28 人を対象とし大きく成果を伸ばしました。しかし、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響から制限せざるを得ず、当初に比べ件数は減少せざるを得ない状

況となりました。患者・利用者情報の情報を効率的に連携するため、バイタルリンクの導入

も開始するなど、サービスの質の向上を図りました。訪問看護についても体制整備を図るこ

とができました。 

 

６ 介護・医療の連携強化 

  毎月１回、特別養護老人ホーム芽室けいせい苑及び老人保健施設りらくの職員と当院地域

連携室の間で介護・医療連携会議を毎月定例開催し、互いの情報を交換するとともに課題を

抽出しその解決を図りました。その結果、令和３年度から当院内科・総合診療科医が芽室け

いせい苑の嘱託医を受託しました。入退院支援については「十勝連携ルール」に沿って関係

機関連携を進めました。 

 

７ 科間・科内の対話の推進（情報共有化） ２ 目標達成に向けての具体的な取組み 

(1) 医療機能の強化 

当院は、芽室町内で唯一の入院機能を持つ医療機関として、一般急性期～回復期～慢性

期の幅広い病床機能に対応するとともに、在宅医療に関係する「訪問診療」、「訪問看護」、
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「訪問リハビリ」、「入退院支援」、「急変時の対応」、「看取り」等の機能充実を図ります。 

併せて、芽室町が目指す「予防医療」を提供・推進するため、すこやか健診等の公衆衛

生活動も積極的に展開します。 

 

(2) 診療体制の強化・維持 

令和４年度の当院の診療体制は、総合診療科(常勤７名)、整形外科(常勤２名)、小児

科(常勤１名)、眼科(常勤１名)、非常勤医師対応として耳鼻咽喉科(週４回)・循環器内

科(月１回)及び人口透析(２０床)患者の対応を行っております。  

当院の役割である地域包括ケアシステムの医療部門の中核施設として、総合診療科を

中心に、全科をあげて「かかりつけ病院」としての役割を果たして参ります。 

その為に必要な医師数の確保に努めていくところです。 

また、高齢者を中心に医療展開を実施するうえで、認知症等の精神医療部分の需要も

高まっており、現在、帯広市内の精神科医療機関との連携(月２回)をはかり入院患者に

対する認知症等の対応について指導等を受けております。今後においても認知症等の対

応について継続するとともに、現行実施している外来診療(非常勤医師対応診療科)以外

の診療科の設置についても、必要に応じ検討して参ります。 

なお、人材の確保や医療の質の確保が困難な診療科については、住民ニーズや採算性、

必要性等を総合的に勘案し、廃止・休止について検討して参ります。 

 

（3） 病棟の再開と病床機能の転換 

当院は、平成 27 年度以降 3 年連続で病床稼働率が 70％を下回り、平成 30 年 4 月から

3 病棟 150 床の運用から 2 病棟 107 床の運用に変更し、効率的な運用を図るとともに病

棟の再開や病床機能の検討を重ねました。 

150 床の運用については、診療科を廃止・休止(産婦人科・歯科・外科)した以前から

も稼働は低く、病棟を再開する際には 120 床の運用を目指すことを想定していました。 

許可病床については 150 床のまま変更していませんでしたが、令和 4 年度に不採算地

区病院第 2 種の指定(特別交付税措置対象)を受けることができるようになったことから、

許可病床を 120 床とすることで変更の承認を受けました。 

3 階病棟再開に向けては、当初案として「療養病棟」案を進めていましたが、令和 2 年

7 月から新型コロナウイルス感染症対応病床として対応し、院内で今後の病床機能につ

いて再協議の結果、「地域包括ケア病床」の拡大を踏まえた病棟化を目指していくことと

しました。 

地域包括ケアの中心医療機関として、今後求められる回復期機能としての役割を発揮

できる病院となるよう機能についても、それに合わせる形に移行することにしたとこ

ろです。 

病棟再開の目途はたちませんが、令和 4 年 8 月から地域包括ケア病床の拡大（10 床

⇒15 床）を行い、準備を進めているところです。 

 

   (4)部門別原価管理会計システムの導入 

     島根県邑智病院で実施している『部門別原価管理会計システム』を、令和 5 年度か

ら本格的に運用を開始します。 

全職員が参加することにより、病院経営について自分ごとであることを認識し、組
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織の活性化・収支の改善等につなげていくことを目指します。 

 

（5） その他の取り組み 

当院は、経営難から資金不足となったことを受け、平成 31 年 4 月から令和 4 年 3 月

末までの 3 年間、経営改革業務を外部経営コンサルタントに委託しアドバイス等を受

け職員の意識改革と行動改革に取り組んで来ました。 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、病院まつりや出前講座等の町民向けの取

り組みが制限されたところですが、目標管理制度の導入等、数値目標を設定しながら

全科で経営改善に取り組んできました。 

その間、新型コロナウイルス感染症により入院患者、外来患者の落ち込みはありま

したが、新型コロナに係る入院病床の確保、ワクチン接種、行政検査、発熱外来等を

実施したことにより、令和 2 年度から 2 年続けて黒字決算となりました。 

黒字決算については感染症対応による一時的なものととらえ、更なる経営意識の高

揚をはかるため、部門別原価管理会計システムの導入をはじめ様々な取り組みを進め

て参ります。 

 

(6) 収入確保対策 

① 入院及び外来診療体制の充実を図り、患者数増を目指すとともに、町内・近隣医

療施設との連携を強化し、病床の効率的な稼働を目指すことで経営の安定化を図り

ます。 

② 診療報酬制度の多職種理解・情報共有を進め、職員の配置によって得られる効果

的・効率的な施設基準に取り組むことができる体制づくりを目指します。 

医療相談体制の充実を図り、紹介・逆紹介患者の割合増を目指します。 

③未収金の早期回収、法的措置を含めた債権管理の徹底等、今まで以上に未収金対策

を強化します。 

 

(７) 経費節減対策 

① 働き方改革を意識しながら、業務の効率化により人員の適正配置を進め、時間外

勤務の削減など、人件費の抑制に努めます。 

② 材料費（薬剤、診療材料等）は、価格交渉やベンチマーク等を意識しながら、引

き続き経費節減に努めます。 

③ 管理的経費については、適正な施設管理を継続し、節減の意識を職員全体に醸成 

し、経費削減に努めます。特に委託業務については、委託のあり方そのものや費用

の見直しを徹底し、費用対効果を精査します。医局会議を毎月定例化し、部署責任

者会議の出席範囲を広げ、監督職等に限定するなど会議を改革するとともに、可能

な限り管理職会議をはじめ会議情報の伝達に努め、掲示板（毎日更新）及び入院稼

働状況（毎週）を院内に広報してきました。 

入院早期より、退院後の生活を想定し、各職種が介入・支援を行い、入院中に連

携体制を確立し、退院後の患者の生活を支えるネットワーク構築に努めました。ま

た、目標管理制度の導入により、院長・副院長が各科ヒアリングを行うなど、院内

の対話手法も変化しつつあります。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症・院内集団感染の院内検証で明確にな
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ったように各病棟への情報伝達、各病棟からの情報収集などの課題が露呈しまし

た。さらなる情報伝達の強化を図る必要性が浮上し、解決が急務となっています。 

 

８ 公共等総合管理計画の推進 

平成３年度に建設した旧棟（7,568.53 ㎡）、平成 13 年度に増築した新棟（3,927.99 平方

メートル）、さらに昭和 52 年度に建設し医師や研修医などの宿泊施設と 1F 一部を院内保育

所として活用している職員会館（750.04 ㎡）も老朽化により維持管理費が増加していま

す。このことから建替も含めた病院の長寿命化の検討が必要となっており、今年度は公立芽

室病院個別施設計画案を策定し、町の公共等総合管理計画に盛り込む作業を行いました。令

和 3 年度に向けて、公立芽室病院長寿命化計画策定業務委託として予算計上をしました。 

 

９ 医療スタッフの確保・育成の強化 

医師確保については関連大学に派遣を要請し、北海道・北海道地域医療振興財団への支援

要請を続けました。さらに九州、関西地区の新聞掲載も行い、加えて年度途中に複数の医師

派遣会社と契約しながら情報収集とオンライン面会などを積極的に進め、令和 3 年度に向け

て常勤医 1 人と、非常勤医師（当直）1 人の医師招へいの決定に至りました。 

看護師、診療技術科の職員募集については、新聞広告、ハローワーク、病院だより、新聞

折込チラシ、フリーペーパーなどに延べ 38 回掲載し、看護師、介護士、臨床工学士、言語聴

覚士、作業療法士、医師事務補助、調理員の確保に努め成果を挙げることができました。 

   

１０ 運営体制の検討（公営企業法） 

地方自治体が経営する自治体病院の多くは、地方公営企業法の財務に関する規定が「一部」

適用されています。「全部」適用は、条例によって「組織」および「職員の身分 取扱い」に

関する規定についても適用することをいいますが、病院事業として経営責任を担う組織とす

るものです。地方公営企業法の全部適用や地方独立行政法人化などの経営形態・運営体制の

見直しを図ることのメリットは、医師をはじめ職員採用の自由度を高めながら弾力化し、そ

の結果、収益の改善を図るという手段を指します。 

令和 2 年度は、当院の運営マネジメントを高めるための様々な検討に着手しましたが、具

体的な結論には到達できませんでした。この反省に立ち、事務局内の機構改革を図り、検討

に特化した参事を配置するとともに経営企画係を新設し、運営体制の検討を進めながら経営

安定化に向け、一定の道筋を立てる考えです。 

 

■令和 3 年度【公立芽室病院 R3 アクションプラン 8】の推進状況 
 
１ 新型コロナウイルス感染症対策への取組み 
・タブレットを用いたオンライン面会開始（R2.10） 

・タブレットでリハビリ場面を録画し家族や支援者に見ていただき、退院に向けたイメージを付けてい

ただくための試みを実施（R3.4） 

・リアルタイム PCR 検査機器導入（R3.4） 

・接触感染リスク低減を目的とした自動精算機の導入（R3.5） 

・感染リスクの高い入院患者とのタブレットを用いたオンライン診察の開始（R3.5） 

・テレビ会議アプリケーションを用いた介護施設による入院患者実態調査（R3.5） 

・新型コロナウイルス感染症ワクチンに関する情報の YouTube 配信（R3.6） 

・アフターコロナ後方支援病院として帯広市内急性期病院（4 病院）へ広報活動（R3.6） 

・テレビ会議アプリケーションを用いた院内研修事業の分散開催（R3.6） 

・コロナ病棟の整備完了（病床増床）（R3.6） 

・コロナ病室のエアコン設置完了（R3.7） 

・抗体検査（自由診療）を開始（R3.8） 
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・PCR（自由診療）料金の値下げ（R3.8） 

・PCR（コバスリアットシステム）導入（R3.9） 

・free-wifi 設置工事完了（R3.9） 

・PCR 駐車場整備工事完了（R3.12） 

・発熱外来プレハブ設置工事着工（R4.1） 

・新型コロナワクチンの夜間・休日実施（R3.10) 

・抗体検査値下げ 

・職員ワクチン接種（3 回目）実施（R3.12） 

 

２ 院内ガバナンスの確立（新理念方針と各科連動、会議手法、SDGs 等） 
 

 

・SDGs：公立芽室病院をみんなで支える会、職員有志による花壇・環境整備(R3.6) 
・医療機器の更新に向けた会議構築（経営改革委員会～医療機器安全管理委員会～管理職会議）（R3.8） 

・経営改善先進病院の院内ガバナンスとマネジメント視察（公立邑智病院 R3.10、出水総合医療センタ

ー視察 R3.11） 

・出水総合医療センター院長、副看護部長招へい研修会開催（R4.1 予定） 

・「できることから始めようプロジェクト」始動（R4.2） 

・部門別原価管理会計 

 

３ 地域包括ケアシステムの強化（療養病棟開設、回復・慢性期の機能強化、 
在宅医療・療養支援強化、介護・医療連携、多職・専門職間の連携強化等） 

 

 

・旭川医大看護科から助教派遣（2 年間）（R3.4） 
・介護医療連携会における専門職参加による情報共有及びテーマを挙げての意見交換の実施（R3.4） 

・定期カンファレンスから在宅医療（訪問診療・訪問看護）に繋がりそうな入院患者の抽出と退院支援

を院内職種協働し実施（R3.4） 

・バイタルリンクによる連携の範囲拡大（町外事務所）（R3.4） 

・入退院支援体制整備（R3.4）地域連携室が入退院支援部門として病棟看護師・リハビリ・訪問看護・

薬剤師と協働し入退院支援の流れを構築（R3.12～R3.11） 

・院内学習会（訪問看護）学習会の案内・運営（R3.6） 

・地域連携室職員の管内病院・介護施設訪問による病・病連携強化の取組実施(R3.8～10) 

・旭川医大連携事業-芽室地域包括ケア体制整備推進事業会議を開催（R3.12） 

当院の経営方針である「診療体制の確保・充実などにより持続可能な診療機能体制の構築

と経営基盤の強化を進め、町民に対して質の高い医療を提供します」に基づき、当院が地域

医療を支える使命を各科・各係・各職員が協力し合い、「医療の質の向上」を目指し、町民の

皆様の信頼回復を果たします。さらに各科・各係間と内部の効率的な会議を運営します。 

当院は、町民にとって地域包括ケアシステムの拠点として不可欠な病院です。医療、介護、

保健、福祉を継続・一体的に提供する地域包括ケアシステムの拠点として地域住民の暮らし

を守るとともに、さらなる医療のニーズの変化を見極め、医療の質を確保し、入院・外来診

療の充実を図り、町内診療施設などとの地域連携機能を充実します。訪問診療などの体制整

備、かかりつけ病院としての機能を充実させ在宅医療への取組みを強化し、さらに福祉事業

所等と協力し患者の生活を支えるネットワーク構築に努めます。 

地域連携室を窓口とし、在宅医療・介護と病院間の連携強化への取組みを実施する。町内

の介護保険施設を対象とした介護医療連携会議を定例開催し、相互理解を深めた結果、芽室

けいせい苑嘱託医を当院内科・総合診療科が受託することに至りました。さらに院内専門職

と関係機関専門職との連携を深めるべく協議を継続します。 

また、当院訪問看護師 1 名が旭川医大地域共生医育統合センター特任教授として中心とな

り、芽室地域包括ケア体制整備推進事業を推進します。訪問看護体制の構築と各機関の多職

種にも参加を促し、連携の推進を図ります。 
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４ 各科各係・職員の経営意識の醸成と推進（目標管理制度の推進、機構改革、病院スタッフ

の確保・育成の強化等） 
 

・目標管理制度参加部署の拡充（健診係追加）（R3.4） 
・診療技術科中心による住民向け企画立案（R3.6） 

・病棟電動ベッド化(R3.10) 

・経営改善先進病院の院内ガバナンスとマネジメント視察（公立邑智病院 R3.10、出水総合医療センタ

ー視察 R3.11） 

・R4 受付・会計部門を民間委託から直営に転換決定（R3.11） 

・R4 目標管理制度のあり方を協議（R3.12） 

・R4 総合診療科医 4 名の採用を行政報告（医師 1 名退職）（R3.12） 

・先進地視察 島根県邑智公立病院（アメーバ経営）視察（R3.10） 

 

５ 住民向け企画事業の推進（語ろう会・出前講座・お出迎え講座・病院まつり等） 
 

・SDGs：公立芽室病院をみんなで支える会、職員有志による花壇・環境整備(R3.6、10) 
・町民向け医療講座の支える会との共同企画（R3.11） 

・コミュニケーションレター導入（R3.10） 

・感染対策に留意しての出前講座再開（R3.10） 

・院内デイケア（入院患者向け）企画プロジェクト発足（R3.10）、実行(R3.12) 

 

６ 電子カルテシステムの新規更新 
 

・システム管理係体制強化（室長を医師に）(R3.4) 

・電子カルテの更新に向けた医療情報システムに特化したシステムエンジニアの導入（R3.4） 

・放射線システムにおける病院独自調達の検討（R3.7） 

・業者選定（R3.11） 

７ 労働環境の整備（就業規則等の確立） 
 

平成 27 年度に更新した電子カルテシステムを令和 4 年度に新規更新するにあたり、更新

に際して専門的な知識が必要となること、さらに院内各種システム管理を安定的かつ一元的

に行うために、システムエンジニアを委託派遣し進めます。さらに感染対策と事務の効率性

などを目的に 1F ロビーに自動精算機を設置します。 

町民の皆様と施設関係者の皆様に当院の取組みを理解していただき、信頼していただくた

めに、適切なテーマを選定しながら出前講座・お出迎え講座を継続して開催します。  

目標管理制度は、当院の職員個々の目標を経営目標や部門目標と連動することによって、

業績の上昇を目指す手法であり、自ら過程を管理しながら目標を達成することを目的として

令和 2 年度から新たに取り組んでいる制度です。職員個々から各科、そして全科を挙げて経

営に対する意欲を高め、創意工夫により達成を目指す段階でその能力開発と育成、モチベー

ション向上などの相乗効果を期待するもので院長・副院長がヒアリングを行うなど院内の対

話も変化しています。手法については、常に試行錯誤をしながら進めていくこととしていま

す。効果が表れ、診療技術科・薬剤科は成果を示し、自ら提案する機運が高まりつつありま

す。スタッフの確保についても目標管理と連動し、引き続き計画的に行っていくとともに、

感染管理認定看護師（ICN）の確保に努めます。 
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・北海道医療勤務環境改善支援センターとのヒアリング（Zoom）を実施（R3.6） 
（※看護科の勤務環境改善） 

・北海道医療勤務環境改善支援センターからヒアリングのため来院（R3.7） 

・北海道医療勤務環境改善支援センター（ハラスメント・会議時間）（R3.10） 

・ハラスメント職員研修会開催（R3.12） 

 
８ 運営体制の検討（公営企業法） 

・伊関友伸城城西大教授と面談しアドバイス（R3.4）。 
・山形県高畠病院事務長との情報交換（R3.4）・オンライン研修（R3.8） 

・先進地視察 広尾国保病院（R3.6、江別市立病院（R3.7）、 

十勝いけだ地域医療センターを視察(R3.10) 

・経営形態に関する院内研修会（R3.5～6） 

・院内課題の抽出・整理（R3.6） 

・先進地視察 島根県邑智公立病院を視察（R3.10）、鹿児島県出水総合医療センターを視察（R3.11） 

・経営形態検討会議の設置（R3.12) 

・病院運営委員会で経営形態検討会議開催内容を報告（R3.12） 

・議会厚生文教常任委員会で経営形態検討会議開催内容を報告（R3.12） 

・公立芽室病院経営形態検討会議を設置（R3.12） 

 

院内で労働環境をめぐるトラブルも散見されることから、北海道医療勤務環境改善支援セ

ンターにも協力要請し、労務・労働環境の整備を行うとともに、働き方改革（労働時間）、ハ

ラスメント防止を図り、働きやすい職場をつくります。さらに職員数への影響（人件費が

70％）を超える事態となっていることから、適正な人事管理を行いながら並行して町民に対

する医療サービスの向上を築きます。 

自治体病院の多くは、地方公営企業法の財務に関する規定を「一部」適用し運営していま

す。これに対し「全部」適用は、条例によって「組織」および「職員の身分取扱い」に関す

る規定についても適用することをいい、病院事業として経営責任を担う組織とするもので

す。地方公営企業法の全部適用や地方独立行政法人化などの経営形態・運営体制の見直しを

図ることのメリットは、医師をはじめ職員採用の自由度を高めながら弾力化し、その結果、

経営安定化を目指すものです。 

町民の皆様にとって、持続可能で望ましい病院を目指すために、全部適用、一部適用、指

定管理者、独立行政法人、民間委託、民営化など様々な運営形態についてメリット、デメリ

ットを踏まえ、事務局に担当参事の配置と新たに経営企画係を設置し、その道筋について確

立します。 
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■ 新・改革プランの推進状況（H31～R4） 

Ⅰ 公立芽室病院 新・改革プランの策定 

１ 計画策定の趣旨 

２ 計画の期間 

 

Ⅱ 公立芽室病院を取り巻く環境 

1 地域の状況 

（１）医療圏について 

（２）医療圏域の人口 

（３）地域の医療供給状況 

２ 公立芽室病院の現状 

（１）病院の概要 

（２）医療施設の状況 

（３）患者数の動向 

  ア 入院患者数 

  イ 外来患者数 

 

Ⅲ 地域医療構想をふまえた役割の明確化 

１ 地域医療構想をふまえた公立芽室病院の果たすべき役割 

（１）地域医療構想をふまえた公立芽室病院の果たすべき役割 

 ・病床機能の分化・強化・連携 

・幅広い病床機能への対応 

・令和元年度病床機能報告について、厚生労働省に変更報告。 

「2･3F 病棟 60 床について、急性期機能 → 回復期機能へ変更」(R1.10.29 報告) 

・許可病床 150 床→120 床とすることで調査・検討中（R2.1~）。 

・3F 空き病棟について療養病棟（40 床）として稼働する（R2）ことで院内決定(R2.1.28) 

・2F 病棟について、一般病床 50 床→20 床に、地域包括ケア病床 10 床→20 床に変更決定（R2.6～）

（R2.1.28) 

・4F 病棟について、障害者施設病棟 47 床→40 床にする（R2.6～）ことで院内決定（R2.1.28) 

・回復期機能として PT、OT スタッフを増員（R2.6 PT2 人、R3.1 OT1 人を採用） 

・介護士・看護助手のスタッフを増員 (R2.4～)          

・3F 空き病棟について、新型コロナウイルス感染症病棟の開設（協力医療機関）の必要性から 2 度

延期（R2.6,R2.10）となる。 

 ・入院医療から在宅医療等への移行の促進                    

 ・経営コンサルタント委託（R1~R3)、MSW などを通じて強化。訪問診療患者の増を図る。 

（R1 最大 18 人→R2 最大 27 人）。 

・地域包括ケア病床 10 床→20 床増床に向けたシミュレーション実施(R1.3～) 

・在宅医療に関係する退院支援・急変時の対応・看取り機能の推進 

・地域連携室室長人事 

・経営コンサルタント委託（R1~R3)、MSW などを通じて強化 

・総合診療科開設（R1.9～）、入退院支援加算（継続検討）、 

・急変時の対応（24 時間対応 5 名、年間延べ 8 名）、看取り 5 名（R2） 

・総合診療科開設（R1.10）により推進。24 時間訪問看護体制の検討（R2.4～）。 

・旭川医大「地域共生医育モデル」(芽室地域包括ケア体制整備推進事業)（R2.1） 

・ベッドコントロール会議開設（業務効率化、ベッドコントロール一覧表作成し可視化（R2.9） 

・訪問看護・訪問リハビリテーションの充実 

・コンサルテーション導入(R1.12)、地域連携室室長人事(R1.12)、MSW などを通じて強化(R1）。 

（２）地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

・かかりつけ病院としての機能推進 

 ・総合診療科開設により推進（R1.10）。総合診療医の増員（R2.4）。 

 ・地域包括ケア病床の機能推進 

 ・整形外科の利活用（短期集中のリハビリテーションで在宅復帰 8 割。回復期としての患者ニーズ

に応える機能推進。急性期病院からの転院受入、在宅療養中のレスパイト受入強化（R1）。 
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・入退院関連マニュアルの策定（R1.11）。 

・地域連携室の強化（室長人事（R1.12）、室の移動（R2.4））。 

・地域包括ケア病床 10 床→20 床増床に向けたシミュレーションを実施(R1.3～)  

 ・帯広市内の急性期医療機関・近隣の介護老人福祉施設等との連携（R2.4～）。 

 ・地域連携室の強化、介護老人福祉施設との連携強化（R2.4～）。 

 ・在宅・保健・福祉等の各分野との連携 

 ・在宅医療の強化（R1）。町の在宅・医療連携事業を推進中、講演会への協力（R1.12）。 

 ・介護・医療連携会議を毎月開催 (R2.7) 

 ・町内他機関専門職相互交流、在宅医療・介護連携推進に向けた動きの強化(R3.1) 

 ・退院支援の機能の体制整備 

・室の移動（R3.4）） 

・旭川医大看護科から助教派遣（2 年間）（R3.4） 

・介護医療連携会における専門職参加による情報共有及びテーマを挙げての意見交換実（R3.4） 

・定期カンファレンスから在宅医療（訪問診療・訪問看護）に繋がりそうな入院患者の抽出と退

院支援を院内職種協働し実施（R3.4） 

・バイタルリンクによる連携の範囲拡大（町外事務所）（R3.4） 

・入退院支援体制整備（R3.4）地域連携室が入退院支援部門として病棟看護師・リハビリ・訪問

看護・薬剤師と協働し入退院支援の流れを構築（R3.12～R3.11） 

・院内学習会（訪問看護）学習会の案内・運営（R3.6） 

・地域連携室職員の管内病院・介護施設訪問による病・病連携強化の取組実施(R3.8～10) 

・旭川医大連携事業-芽室地域包括ケア体制整備推進事業会議を開催（R3.12） 

２一般会計負担の考え方 

 ・一般会計による経費負担の考え方の明確化 

 ・繰出基準について一部改正済（H31.3）。 

・地域住民の理解 

 ・運営委員会・公立芽室病院をみんなで支える会、住民向け企画の実施（R2.1）、病院セミナー

（R1.10）、フォーラム(R2.2)・地域医療講演会の開催（R1.8､9） 

  病院まつり(R1.10、R2 中止)、語ろう会、出前講座（4 回 130 名参加）・お出迎え講座（6 回 47

名参加）の実施（R2.2～）。 

 ・必要な財政支援による経営効率化 

 ・繰出基準について一部改正（H31.3）、補正予算計上（R1.12）、資金不足の解消（H31.3）（R1.12）。 

３ 地域住民及び利用者の理解 

 ・公立芽室病院の役割・機能等の地域住民・利用者への理解への取組活動 

  運営委員会・公立芽室病院をみんなで支える会、病院ホームページリニューアル（H31.3）、フェ

イスブック開設（H31.3）、住民向け企画（出前講座・語ろう会などの実施（R2.2）、病院フォーラ

ム(H30.10、R1.3)・セミナー(R1.9)・地域医療講演会の開催(R2.7)。 

Ⅳ 経営の効率化 

２ 目標達成に向けての具体的な取組 

（１）医療機能の強化 

・一般急性期～回復期～慢性期の幅広い病床機能に対応 

 ・リハビリテーションが必要な患者への早期回復による回復期機能。退院の困難な状態となった患

者が安心安全に生活できる環境を整えた慢性期機能の整備。療養病棟の設置など、救急外来によ

る 24 時間 365 日の救急医療も実施しつつ、帯広市内等の病院から急性期治療が終了した患者の

受け入れ、長期的な療養を要する患者の受入を充実し機能の分化・強化・連携を院内決定

（R2.1.28）。 

 ・必要病床数（高度急性期、急性期、回復期、慢性期→回復期、慢性期）に変更検討（R2.6） 

・病床数在宅医療に関係する「退院支援」「急変時の対応」「看取り」（150 床→107 床稼働→120 床

稼働）を変更検討（R2.6～）。地域連携室で強化。 

 ・訪問診療 9 人（H31.4）→16 人（R2.1） 

 ・病床稼働率  
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・先進病院を視察（兵庫県加東病院、兵庫県たつの病院、山形県高畠病院、あかびら病院等）入

退院関連マニュアルを作成（R1.11）。地域包括病床・障がい者病棟症例検討委員会の強化。掲

示板での周知（R1.5～）。 

・地域包括ケア病床・障がい者病棟・症例検討委員会をベッドコントロール会議へ改正し強化

(R2.9)。週報「平均在宅日数及び病床稼働率状況」を各部署に配布・掲示板で周知（R2.4～）。 

・強化ポイントを提示（R3.2） 

・目標管理制度参加部署の拡充（健診係追加）（R3.4） 

・診療技術科中心による住民向け企画立案（R3.6） 

・病棟電動ベッド化(R3.10) 

・経営改善先進病院の院内ガバナンスとマネジメント視察（公立邑智病院 R3.10、出水総合医療セ

ンター視察 R3.11） 

・R4 受付・会計部門を民間委託から直営に転換決定（R3.11） 

・R4 目標管理制度のあり方を協議（R3.12） 

・R4 総合診療科医 4 名の採用を行政報告（医師 1 名退職）（R3.12） 

・先進地視察 島根県邑智公立病院（アメーバ経営）視察（R3.10） 

（２）診療体制の強化・維持 

 ・診療科の廃止・休止  

・歯科廃止（H30.3）、産婦人科休診（H31.3）→廃止（R1.12）内科→内科・総合診療科（R1.9） 

・外科休止（R2.3） 

 ・地域包括ケアシステムの中核施設 

 ・総合診療科開設（R1.10）、地方創生医師団へ 2 医長参加（R2.1）芽室開催決定（R2.11）。 

・地域連携室役割強化、在宅医療・施設サービス事業所、行政等との連携強化(R2.4) 

 ・地方創生医師団芽室開催（R2.11）。 

（３）人材の確保・育成 

 ①医師部門  

 ・関連大学・病院等への働きかけ・情報収集 

 ・北海道大学、札幌医科大学、旭川医大への要請 複数回。 

 ・北海道東京事務所、全国自治体病院協議会への要請 複数回。 

・旭川医大から研修医受入を強化、カリキュラムを改定（R1.5）。 

・旭川医大と新・連携を協議中（R2.1~）。 

・医師派遣紹介会社との契約(R2.12)、北海道地域医療財団への要請(R2.9) 

 ・北海道東京事務所、全国自治体病院協議会への要請 複数回。 

・研修医受入体制 

・旭川医大から研修医受入を強化、カリキュラムを改定（R1.5）。旭川医大と新・連携（R2.1~）。 

・臨床研修委員会を設置(R2.4) 

・研修医による地域医療講演会を開催（R1.8.9.12、R2.7）。 

 ②看護部門 

 ・看護師等養成学校との連携 

 ・帯広高等看護学院隣地実習受入を決定（R2.4~）。 

 ・帯広高等看護学院に事務長及び総看護師長による PR 活動（R1.5）。 

 ・新規採用看護師を 2 人→ 4 人へ増員（R2.4）、3 人（R3.4） 

 ・計画的・効率的な職員配置 

 ・診療技術科（リハビリテーション科）の強化・増員（R2.4）。 

 ・業務量、加算要件資格、能力等を勘案し早期の配置を計画化(R2.9)。 

 ③医療技術部門 

 ・計画的な職員採用・配置計画  

 ・診療技術科（リハビリテーション科）の強化・増員（R2.6 PT2 人 R3.1 OT 1 人 

 ④事務部門 



 

34 

 

 ・事務改善 

 ・医事業務職員（精通した職員の確保） 

・民間経験の豊富な職員を 2 名採用（R1.4）（R2.4）。院内研修の強化(2 回)、各部署の要請に基づ

く院内研修開催(3 回)。医療費計算部門に対する請求方法のレクチャー実施。 

 ・診療情報管理（精通した職員の計画的配置・人材育成） 

 ・民間経験の豊富な職員を 2 名採用（R1.4）（R2.4）。診療情報関連業務について事務担当職員の

みでの体制構築化。追加の診療報酬の届出体制を整備（H31.4）。 

 ・医事業務委託の検証（直営化検討） 

 ・委託から派遣へ改正（R1.10）、入院請求業務に関して派遣から直営化へ改正（R2.4）。（委託業務 

で精度向上が認められないこと、返戻査定も多くメリットがないと判断）。 

 ・健診業務を直営化(R2.4) 

 ・医事業務委託会社を変更(R2.4) 

 ・事務局に参事職を配置、経営企画係を新設(R3.4) 

 ⑤医療従事者のスキル向上・専門職の養成 

 ・学会等への積極的な演題発表・各種研修等の受講 

 ・医師事務作業補助取得(2 名 R2) 

 ・医師の学会論文表彰（外科）、全医師が学会等出席。 

 ・病院経営状況の共有化 

・医局会議(月定例化､R2.4)、管理職会議、部署別代表者会議（構成員改正）、委員会会議の結果

伝達強化（H31.4）。 

・SDGs：公立芽室病院をみんなで支える会、職員有志による花壇・環境整備(R3.6、10) 

・町民向け医療講座の支える会との共同企画（R3.11） 

・コミュニケーションレター導入（R3.10） 

・感染対策に留意しての出前講座再開（R3.10） 

・院内デイケア（入院患者向け）企画プロジェクト発足（R3.10）、実行(R3.12) 

 ⑥介護員・看護助手・調理員等の人材確保 

 ・人材確保 

 ・清水町御影地区・音更町・幕別町・西帯広地区に新聞折込配付。フリーマガジン 2 紙に掲載

（R2.2）。Facebook 掲載 

 ・待遇改善 

 ・会計年度任用職員制度による改善（R2.4）。 

 ・北海道医療勤務環境改善支援センターとのヒアリング（Zoom）を実施（R3.6） 

（※看護科の勤務環境改善） 

・北海道医療勤務環境改善支援センターからヒアリングのため来院（R3.7） 

・北海道医療勤務環境改善支援センター（ハラスメント・会議時間）（R3.10） 

・ハラスメント職員研修会開催（R3.12） 

 ⑦病院経営への職員参加 

 ・委員会・会議の改革（R3.4）  

 ・院長会議、医局会議、管理職会議、部署別代表者会議、委員会会議の結果伝達を強化（R3.4） 

 ・人事考課制度の推進（R1.4） 

 ・人事考課制度中の面談を強化。目標管理制度との連動化（R1.4） 

 ・「できることから始めようプロジェクト」始動（R4.2） 

（４）収入確保対策 

 ①入院・外来診療体制の充実 

 ・町内・近隣医療施設との連携会議を開催(R2.9)  

・連携室長の新人事（R1.12） 

・連携室業務を強化 機能分化・連携策を院内決定（R2.2） 

 ・病床の効率的な稼働 

 ・ベッドコントロール会議を定例化（R2.10、毎週金曜日 8:15～） 

 ・患者数増 

・病院まつり(中止)、語ろう会、出前講座（4 回 130 名参加）・お出迎え講座（6 回 47 名参加）の

実施により増を見込む（R2.2～）。 

・先進病院を視察（兵庫県加東病院、たつの病院、山形県高畠病院、あかびら病院等）。入退院関

連マニュアルを作成済（R1.11）、掲示板で周知。 
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 ②診療報酬制度の多職種理解・情報共有 

 ・職員配置による効果的・効率的な施設基準への取組 

 ・各部署に取組を行い、R2.1 までに 9 項目の新規届出済。 

 ③医療相談体制の充実 

 ・紹介・逆紹介率の増 

 ・コンサルタント委託により地域連携を強化（R1.2）。 

 ④未収金対策の強化 

 ・早期回収 

 ・過年度未収金文書督促を継続強化（H31.4）。 

 ・法的措置を含めた債権管理の徹底 

・債権整理、支払督促、少額訴訟の対応(H31.4)。 

（５）経費節減対策 

 ①業務効率化による人員の適正配置 

 ・時間外勤務の削減 

 ・勤怠管理システム本格稼働（全職員）（R2.4）。 

 ・人件費の抑制 

 ・医師確保分析（R1.4）。医師派遣紹介会社との契約(R2.12)。 

・人件費の抑制に向けて各科インタビューを実施（R2.7）。 

・会計年度任用職員制度の実施（R2.4）、新規介護職員等の増強（R2.4）。 

 ②材料費（薬剤・診療材料等）の経費節減 

 ・価格交渉・ベンチマーク導入 

 ・コンサルテーション業務により直接交渉、後発医薬品使用率が 90％以上に向上。(R1.9)。 

・後発医薬品使用体制加算 4 届出（R2.1）。 

 ③管理的経費の経費節減 

 ・適切な施設管理の継続 

 ・清掃等をはじめ管理日誌等により管理強化（H31.4）。 

・清掃委託職員との直接会話の実施。医療事務委託会社幹部職員との事務会議の実施(R2.4）、 

・医療事務委託会社職員と懇談(R3.3) 

 ・委託の見直しによる費用対効果の精査 

 ・電子カルテの委託料を見直し減額（H31.4）、医療事務委託を全面見直し（R1.10）。 

 ・医療事務委託管理職との事務会議および職員との直接会話の実施。 

 ・システム管理係体制強化（室長を医師に）(R3.4) 

・電子カルテの更新に向けた医療情報システムに特化したシステムエンジニアの導入（R3.4） 

・放射線システムにおける病院独自調達の検討（R3.7） 

・業者選定（R3.11） 

Ⅴ 再編・ネットワーク化 

 １ 再編・ネットワーク化の現況 

 ・十勝地域医療構想区域の状況 

 ・機能分化・強化・連携策について院内決定した内容を報告（R2.3）。 

 ・公立芽室病院の許可病床数 

 ・30 床減について調査・研究（R2.2）。 

 ２ 再編・ネットワーク化の方向性 

 ・連携会議出席 

 ・機能分化・強化・連携策について院内決定した内容を報告（R2.3）。 

Ⅵ 経営形態の見直し  

 ・地方公営企業法の一部（財務）適用から全部適用への検討 

 ・伊関友伸城城西大教授からアドバイスを受け調査・検討を開始（R2.4）。 

・事務局に参事職配置、経営企画係の設置(R3.3) 

・伊関友伸城城西大教授と面談しアドバイス（R3.4）。 

・山形県高畠病院事務長との情報交換（R3.4）・オンライン研修（R3.8） 

・先進地視察 広尾国保病院（R3.6、江別市立病院（R3.7）、十勝いけだ地域医療センター視察

(R3.10) 

・経営形態に関する院内研修会（R3.5～6） 

・院内課題の抽出・整理（R3.6） 
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Ⅹ 目標管理制度の導入   

  

目標管理制度は、当院の職員個々の目標を経営目標や部門目標と連動することによって、

業績の向上を目指す手法であり、自ら過程を管理しながら目標を達成することを目的として

令和 2 年度から取り組みました。職員個々から各科、そして全科を挙げて経営に対する意欲

を高め、創意工夫により達成を目指す段階でその能力開発と育成、モチベーション向上など

の相乗効果を期待するものであり、管理職会議等を通じ全科に情報を共有し、手法について

は試行錯誤を経ながら進め、一定の成果を挙げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・先進地視察 島根県邑智公立病院視察（R3.10）、鹿児島県出水総合医療センター視察（R3.11） 

・経営形態検討会議の設置（R3.12) 

・病院運営委員会で経営形態検討会議開催内容を報告（R3.12） 

・議会厚生文教常任委員会で経営形態検討会議開催内容を報告（R3.12） 

・公立芽室病院経営形態検討会議を設置（R3.12） 

Ⅶ プランの点検・評価 

 １．プランの点検・修正 

 ・予算編成に合わせて各種指標の妥当性等の点検・修正 

 ・改訂作業（H30.8、H31.3、R2.2、R3.3）。 

 ２．プランの評価 

・決算数値が確定した時点で各種指標の算出 

 ・改正（H30.8、H31.3、R2.2､ R3.3）。）。 

 ・病院改革プラン推進委員会での議論・評価 

 ・公立芽室病院運営委員会での評価 

 ・1 次改定諮問答申(H30.8)、2 次改定諮答申(H31.3)、R1.12 開催、3 次改定諮問答申（R2.2）。 

 ・4 次改定諮問答申（R3.4）。 

 ３．プランの公表 

 ・町広報誌・ホームページ等の活用 

 ・公表（H30.8,H31.3､R1.12､R2.2､R3.4 予定） 

 ・住民・利用者の理解への努力 

・運営委員会・公立芽室病院をみんなで支える会、（R1.10）、フォーラム(R2.2)・地域医療講演会の

開催（R1.8､9）、病院まつり(R1.10、R2 中止)、語ろう会、出前講座（4 回 130 名参加）・お出迎え

講座（6 回 47 名参加）の実施（R2.2～）。 
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